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第 1編 次世代育成支援行動計画 

第 1章 計画の基本事項 

 

1 計画策定の背景 

 

①国全体の少子化対策 

○ 平成元年の「1.57 ショック（注1）」を境に国の少子化対策が本格化し、平成 6 年 12

月、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について（エンゼルプラン）」が発表

され、以後 10 年間の子育て支援施策の基本的枠組みが示されました。 

○ 平成 11 年 12 月、「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について（新エン

ゼルプラン）」が策定され、平成 16 年度を目標に新たな少子化対策が推進されました。

平成 15 年 7 月には、少子化の流れを変え、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、

成長する社会を形成するために、「少子化社会対策基本法」と「次世代育成支援対策推進

法」が制定され、新たな取組が展開されました。しかし、1.57 ショックからの少子化の

流れが変わることはありませんでした。 

○ それまでの少子化対策は、いわば、子どもを産み育てる側の視点に立った取組でしたが、

少子化に歯止めがきかないことから、「子どもの最善の利益が実現される社会をめざす」

という考え方を基本に、社会全体で子育てを支えつつ、生活と仕事と子育ての調和を重

視した新しい方向性が示されました。 

これに沿って、平成 19 年 12 月、働き方の見直しによる仕事と生活の調和の実現をめざ

す「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」が公表され、続いて、平成

22 年 1 月に「子ども・子育てビジョン」が閣議決定されました。 

○ 平成24年8月、待機児童の解消や幼児教育・保育の充実を主な目的として、就学前の子

どもの教育・保育及び地域子育て支援に関する新たな制度を実施するため、「子ども・子

育て支援法」を核とした「子ども・子育て関連3法」が制定されました。この関連3法に

基づき、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していく

「子ども・子育て支援新制度」が平成27年度から施行されることになりました。 

 

 

                                           
注1 1 人の女性が生涯に産む子供の数である「合計特殊出生率」が、それまでの最低記録の 1966 年

（丙午（ひのえうま））を下回る史上最低（当時）となったことを指す。 
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②三豊市の次世代育成支援 

○ 旧 7 町（高瀬町・山本町・三野町・豊中町・詫間町・仁尾町・財田町）では、平成 16

年度に新しく制定された次世代育成支援対策推進法に基づき、都道府県、市町村及び一

定規模の事業主に義務付けられた次世代育成支援行動計画を策定しました。（計画は、次

世代育成支援対策推進法の 10 年間（平成 17～26 年度）を前期 5 年、後期 5 年で区分

して策定） 

○ 平成 18 年 1 月 1 日に旧 7 町の合併で誕生した三豊市（以下「本市」という。）では、

平成18～21年度の前期5年間は旧7町の計画を継承する三豊市次世代育成支援行動計

画に基づき、取り組んできました。後期 5 年間（平成 22～26 年度）も、前期計画をよ

り充実させた三豊市次世代育成支援行動計画を策定し、次世代育成支援策の一層の推進

を図ってきました。 

 

③次世代育成支援対策推進法等の一部改正 

○ 平成 15 年に制定された次世代育成支援対策推進法は、平成 17 年度から 26 年度までの

10 年間の時限法として成立しました。しかし、ここ数年、合計特殊出生率は持ち直した

とみられるものの、出生数は漸減しており、社会全体でのさらなるワーク・ライフ・バ

ランスの浸透や女性が就労の場で活躍できる取組の促進、企業の仕事と子育ての両立の

ための環境整備などを推進することが必要な状況です。 

○ こうした現状に鑑み、次世代育成支援対策推進法を延長・強化するため、法律の有効期

限を平成 36 年度末まで 10 年間延長することや、事業主の特例認定制度の創設などを盛

り込んだ次世代育成支援対策推進法の一部改正が行われました。 

○ また、次世代育成支援対策推進法の一部改正と同時に、母子寡婦法（母子及び寡婦福祉

法）、児童扶養手当法の一部改正が行われ、母子家庭及び父子家庭に対する支援施策の充

実を図ることになります。これら 3 つの改正法は平成 26 年 4 月 23 日に公布されまし

た。 
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2 計画策定の趣旨 

 

○ 「子ども・子育て支援法」では、都道府県及び市町村に、子ども・子育て支援事業計画

の策定が義務付けられました。 

○ 上記の策定義務付けを受けて、「次世代育成支援対策推進法」に基づく都道府県及び市町

村の次世代育成支援行動計画の策定は、義務付けから任意になりました。 

○ これを受けて、本市では、生まれ育つすべての子どもが健やかに成長できる地域社会を

めざし、次の 2 つの目的を一体的に推進するため、「みとよ すくすく子育てサポートプ

ラン」（以下「本計画」という。）を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ なお、本来は別々の計画ではあるものの、本市では、市の次世代育成施策全体を包括す

る計画として次世代育成支援行動計画を位置付けるとともに、子ども・子育て支援法に

基づく子ども・子育て支援事業計画を、次世代育成支援行動計画のうち教育・保育の提

供や地域子ども・子育て支援事業等に係る施策の一層の推進・整備を図る計画と位置付

けます。 

 

 

次世代育成支援対策推進法の趣旨に則り、本市においてこれまで取り組んできた

「三豊市次世代育成支援行動計画（後期計画）」を継承し、子育て支援に関する総

合的な施策体系に基づき、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される

環境整備を迅速かつ重点的に推進する。 

子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て

支援事業の量の見込みとそれに対する提供体制の確保を柱として、質の高い幼児教

育・保育の総合的な提供や子ども・子育て支援の充実をめざす。 
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3 計画の位置づけ、計画期間 

○ 本計画は、改正次世代育成支援対策推進法第 8 条に定める「市町村行動計画（次世代育

成支援行動計画）」と、子ども・子育て支援法第 61 条第 1 項に基づく「市町村子ども・

子育て支援事業計画」に該当するものです。 

○ 本計画の計画期間は、平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本計画は、三豊市新総合計画の分野別個別計画に位置づけられており、関係する法律、

県計画をはじめ、本市の関連計画、関連分野との整合と連動を図っています。 

○ また、本計画は、①母子保健法（昭和 48 年法律第 141 号）及び健やか親子 21（第 2

次）をふまえた母子保健計画、②母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39 年法律第 129

号）第 12 条に基づく「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する

計画（以下、「自立促進計画」という。）」、③子ども・若者育成支援推進法（平成 21 年

法律第 71 号）第９条に基づく子ども・若者計画の内容も併せ持つ計画です。 
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4 計画の策定体制 

 

① 子ども・子育て会議の設置 

○ 本計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法第 77 条に定める「三豊市子ども・

子育て会議」を設置（平成 25 年 6 月議会において設置条例制定）し、計画をはじめ、

事業運営、施策推進に係る協議を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 学前児童及び小学生アンケートの実施 

○ 次の 2 点を把握するため、下記のとおりアンケートを実施しました。（以下「就学前児童

アンケート」「小学生アンケート」という。） 

ア 就学前児童及び小学生の保護者の子育てに関する意識・意見を把握すること。 

イ 子ども・子育て支援事業計画で定める教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業

量を推計する基礎データを得ること。 

項目 区分 配付数 回収数 回収率 

調査対象 
就学前児童 2,000 票 1,124 票 56.2％ 

小学生 2,000 票 1,039 票 52.0％ 

対象者の抽出方法 住民基本台帳からの無作為抽出 

調査期間 平成 25 年 10 月 18 日 ～ 平成 25 年 11 月 5 日（12 月 16 日） 

調査方法 郵送による配付・回収  

 

 

三豊市（計画決定・実行機関） 

報告 

 
子ども・子育て会議 

（審議等機関） 

子育て支援課 

（事務局機能） 

調整・連携 

市民アンケート 

関係機関及び事業

者アンケート 

関連団体ヒアリング 

パブリックコメント 

等 
運営事務 意見 

反映 
庁内関連部署 



 

 

   6   

 

③関係機関、事業者等アンケートの実施 

○ 次の 3 つの点を把握するため、下記のとおりアンケートを実施しました。 

ア 新制度下での地域子ども・子育て支援事業に該当する事業を実施している事業者や

子育て関連団体等の新制度下での新規事業等への参入意向等を把握すること。 

イ 子育てと仕事の両立についての現状と課題、今後の意向等を把握すること。 

ウ 幼稚園・保育所から小学校への連携・接続に関する現状と課題を把握すること。 

 

項目 区分 配付数 回収数 回収率 

調査Ａ 

市内の認可外保育施設 

三豊市社会福祉協議会 

市内の子育て関連団体 

10 団体 8 団体 80.0％ 

調査Ｂ 市内の民間企業・法人 25 団体 21 団体 84.0％ 

調査Ｃ 
市立幼稚園・保育所 

市立小学校 
54 か所 54 か所 100.0％ 

調査期間 平成 26 年 1 月 15 日 ～ 平成 26 年 1 月 31 日 

調査方法 Ａ、Ｃは、郵送配付・回収。Ｂは、訪問配付・郵送回収 
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第 2章 子どもと子育て支援の概況 

 

1 人口の推移 

○ 本市の人口は、近年、減少傾向にあります。 

○ 人口構成は、年少人口（15 歳未満）と生産年齢人口（15～64 歳）が右肩下がりで減少

しています。 

 

図表 人口の推移（国勢調査） 
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○ 平成 7 年と 22 年の 5 歳階級別人口をみると、最も人口の多い年齢層が 45～49 歳から

60～64 歳に上昇しており、人口構造が高齢化しています。 

○ また、この 15 年間で、20～44 歳の女性は 10,545 人から 8,493 人に、約 2,000

人減少しており、この年齢の女性の減少が出生数にも影響しています。 

 

図表 5 歳階級別人口の推移（国勢調査） 
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2 乳幼児・児童数の状況 

 

①出生数 

○ 本市の年間出生数は、年によって増減していますが、全体的には横ばい、もしくは、若

干の減少という状況です。 

○ 平成 19 年以前は概ね 500 人台であった年間出生数は、平成 20 年から 460～490 人

程度で推移しています。 

○ ここ数年の母親の年齢別（5 歳刻み）出生数をみると、概ね 30～34 歳の区分における

出生数が最も多くなっています。ただし、第 1 子出生時年齢区分は 25～29 歳が最も多

く、第 2 子出生時年齢区分は 30～34 歳が最も多くなっています。 

 

図表 年間出生数（人）（各年 1月 1日～12 月 31 日。子育て支援課） 

  平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

三豊市 487 471 490 465 474 472 

香川県 8,600 8,366 8,397 8,311 8,161 8,151 

全国 1,091,156 1,070,035 1,071,304 1,050,806 1,037,231 1,029,800 

 

○ 本市の出生率（人口 1,000 人あたりの出生数の割合）は、全国の出生率に比べてやや低

く、7.0 前後で推移しています。 

○ ただし、全国と同様、出生率は低下傾向にあります。 

図表 出生率の推移（子育て支援課） 
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②乳幼児・児童数の推移 

○ 出生数の減少によって就学前児童も減少していますが、小学生はそれを上回るスピード

で減少しています。 

 

図表 乳幼児・児童数（人）（住民基本台帳。各年 4月 1日現在） 

 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 
増減 

（H26-H20） 

就学前 0 歳 484 470 449 487 469 463 452 ▲32 

1 歳 520 486 483 461 509 483 469 ▲51 

2 歳 512 520 494 489 471 515 498 ▲14 

3 歳 538 523 527 489 507 482 526 ▲12 

4 歳 578 549 540 529 494 511 489 ▲89 

5 歳 558 585 551 547 536 491 522 ▲36 

計 3,190 3,133 3,044 3,002 2,986 2,945 2,956 ▲234 

小学生 6 歳 609 564 587 551 557 540 492 ▲117 

7 歳 632 617 567 601 559 562 547 ▲85 

8 歳 602 633 612 581 606 562 570 ▲32 

9 歳 654 610 634 615 586 609 560 ▲94 

10 歳 615 658 604 640 617 592 608 ▲7 

11 歳 612 612 664 607 639 619 590 ▲22 

計 3,724 3,694 3,668 3,595 3,564 3,484 3,367 ▲357 
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③乳幼児・児童数の今後の見込み 

○ 近年の出生数と社会動態の実績から、国の推計方法（注2）で算出した乳幼児・児童数の

今後の見込みは次のとおりです。 

○ 大幅な子どものいる世帯の転入や出生率の上昇などが起きないと想定した場合、少子化

がさらに進行すると考えられます。 

図表 乳幼児・児童数の予測（人）（子育て支援課） 

 

 

                                           
注2 基礎データ（H21～25 実績）の年度ごと・年齢ごとの変化率を用いて推計する変化率法。 
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3 世帯・就労の状況 

 

①世帯 

○ 一般世帯総数（施設や寮を除いた世帯）は、平成 17 年から 22 年の 5 年間で微増しま

した。 

○ この中で、6 歳未満のいる親族世帯数は、211 世帯減って、2,157 世帯です。18 歳未

満のいる親族世帯数は、532 世帯減って、5,678 世帯です。 

○ また、ひとり親世帯（母子・父子家庭）は 6 歳未満世帯の 2.4％、18 歳未満世帯の 4.8％

となっており、5 年間で、6 歳未満世帯に占める割合は横ばいであるものの、18 歳未満

世帯に占める割合は 0.8%増えています。 

 

図表 子どものいる世帯の状況（国勢調査） 

 H17 H22 
増減 

（H17→H22） 

一般世帯総数 22,661 22,828 167 

構成比（％） 100.0 100.0 － 

6 歳未満のいる親族世帯数 2,368 2,157 ▲211 

一般世帯総数に対する構成比（％） 10.4 9.4 － 

18 歳未満のいる親族世帯数 6,210 5,678 ▲532 

一般世帯総数に対する構成比（％） 27.4 24.9 － 

母子・父子世帯（6歳未満のいる親族世帯数） 58 51 ▲7 

6 歳未満世帯に対する構成比（％） 2.4 2.4 － 

母子・父子世帯（18 歳未満のいる親族世帯数） 247 274 27 

18 歳未満世帯に対する構成比（％） 4.0 4.8 － 

 

○ 18 歳未満のいる親族世帯数は全体の 1/4 ですが、次ページからのアンケートをみても

わかるように、祖父母との三世代同居（同居、敷地内に居住）の割合が高く、祖父又は

祖母が子育てに携わる頻度も高いことから、三世代の結びつきの強いことが本市の特徴

といえます。 
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【アンケートからみる三世代の結びつきの状況】 

○ 就学前児童のいる世帯状況は、祖父母との三世代同居（同居、敷地内に居住）の割合が 5

割に上ります。 

○ 年齢別、地区別のクロス集計結果をみても全体結果と概ね同じ傾向ですが、山本町、仁

尾町、財田町では三世代同居（同居、敷地内に居住）が 6～7 割に上っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

○ 就学前児童のいる世帯の祖父又は祖母が子育てに携わる頻度は高く、「毎日（ほぼ毎日も

含む）」と「週に数回程度」の合計が 7 割を超えています。 

 

51.4 

20.7 

15.4 

3.9 

8.0 

0.6 

0% 20% 40% 60%

毎日（ほぼ毎日も含む）

週に数回程度

月に数回程度

数か月に1回程度

ほとんど携わっていない

無回答

ｎ=990
問8 祖父母が子育てに携

わる頻度

合計 祖父又は
祖母と同
居

祖父又は
祖母と同
居ではな
いが同敷
地内に居
住

祖父又は
祖母が同
地区内に
居住

祖父又は
祖母が他
地区では
あるが市
内に居住

祖父又は
祖母が市
外に居住

その他 無回答

1124 328 234 250 178 99 33 2

100.0 29.2 20.8 22.2 15.8 8.8 2.9 0.2

166 40 19 31 37 27 11 1

100.0 24.1 11.4 18.7 22.3 16.3 6.6 0.6

123 34 30 22 22 11 4 0

100.0 27.6 24.4 17.9 17.9 8.9 3.3 0.0

151 45 34 31 24 12 5 0

100.0 29.8 22.5 20.5 15.9 7.9 3.3 0.0

196 58 43 45 29 18 2 1

100.0 29.6 21.9 23.0 14.8 9.2 1.0 0.5

231 72 55 57 33 9 5 0

100.0 31.2 23.8 24.7 14.3 3.9 2.2 0.0

254 78 52 64 32 22 6 0

100.0 30.7 20.5 25.2 12.6 8.7 2.4 0.0

266 64 65 59 42 28 6 2

100.0 24.1 24.4 22.2 15.8 10.5 2.3 0.8

135 43 40 27 10 15 0 0

100.0 31.9 29.6 20.0 7.4 11.1 0.0 0.0

183 43 36 40 42 18 4 0

100.0 23.5 19.7 21.9 23.0 9.8 2.2 0.0

181 51 35 38 28 22 7 0

100.0 28.2 19.3 21.0 15.5 12.2 3.9 0.0

199 56 26 52 44 12 9 0

100.0 28.1 13.1 26.1 22.1 6.0 4.5 0.0

95 38 20 25 7 2 3 0

100.0 40.0 21.1 26.3 7.4 2.1 3.2 0.0

64 33 12 9 4 2 4 0

100.0 51.6 18.8 14.1 6.3 3.1 6.3 0.0

全体

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

高瀬町

山本町

三野町

豊中町

詫間町

仁尾町

財田町
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○ 小学生のいる世帯状況は、祖父母との三世代同居（同居、敷地内に居住）の割合は 6 割

弱に上り、就学前児童より、やや増えています。 

○ 地区別でみると、財田町では三世代同居（同居、敷地内に居住）が 7 割を超えています。 

 

※上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

○ 小学生のいる世帯の祖父又は祖母が子育てに携わる頻度は、就学前児童のいる世帯と同

様に高く、「毎日（ほぼ毎日も含む）」と「週に数回程度」の合計が 7 割弱となっていま

す。 

 

 

合計 祖父又は
祖母と同
居

祖父又は
祖母と同
居ではな
いが同敷
地内に居
住

祖父又は
祖母が同
地区内に
居住

祖父又は
祖母が他
地区では
あるが市
内に居住

祖父又は
祖母が市
外に居住

その他 無回答

1039 366 246 226 92 82 25 2

100.0 35.2 23.7 21.8 8.9 7.9 2.4 0.2

221 69 59 46 25 18 3 1

100.0 31.2 26.7 20.8 11.3 8.1 1.4 0.5

133 58 31 23 3 15 3 0

100.0 43.6 23.3 17.3 2.3 11.3 2.3 0.0

166 54 40 32 25 12 3 0

100.0 32.5 24.1 19.3 15.1 7.2 1.8 0.0

159 59 45 31 7 11 6 0

100.0 37.1 28.3 19.5 4.4 6.9 3.8 0.0

160 43 28 49 22 13 4 1

100.0 26.9 17.5 30.6 13.8 8.1 2.5 0.6

121 45 24 33 7 8 4 0

100.0 37.2 19.8 27.3 5.8 6.6 3.3 0.0

79 38 19 12 3 5 2 0

100.0 48.1 24.1 15.2 3.8 6.3 2.5 0.0

全体

高瀬町

山本町

三野町

豊中町

詫間町

仁尾町

財田町

50.4 

18.2 

12.8 

4.8 

12.5 

1.3 

0% 20% 40% 60%

毎日（ほぼ毎日も含む）

週に数回程度

月に数回程度

数か月に1回程度

ほとんど携わっていない

無回答

ｎ=930
問8 祖父母が子育てに携わる

頻度
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②子育て家庭の就労状況 

○ 母親の就労状況を次世代育成支援行動計画（後期計画）策定時の調査（平成 20 年 3 月

実施）と比較すると、就労している母親の割合が 1 割ほど上がっています。 

○ また、育児休業を取得している割合は、若干増加しています。 

図表 就学前児童の母親の就労状況（アンケート） 

 前回調査 今回調査 今回－前回 

フルタイム 28.0％ 30.9％ 2.9％増加 

フルタイム（産休等） 5.3％ 8.8％ 3.5％増加 

パート・アルバイト 22.3％ 26.8％ 4.5％増加 

パート・アルバイト（産休等） 選択肢なし 2.4％ － 

以前就労（今は未就労） 35.7％ 28.0％ 7.7％減少 

これまで就労なし 1.9％ 2.4％ 0.5％増加 

 

 

○ 本市の女性の年齢階層別就業率をみると、30～34 歳の年齢層で低下する、いわゆる「Ｍ

字カーブ」がみられます。 

○ アンケート結果と女性の年齢階層別就業率からわかるように、本市では 25～34 歳頃の

出産・育児期の就業率に上昇の兆しがみられるものの、全体的には、当該年齢層では出

産と育児のためいったん仕事を離れ、子どもが大きくなった頃に再び働き始める母親像

がみられます。 

図表 女性の年齢階層別就業率（％）（国勢調査） 
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【アンケートからみる保護者の就労状況】 

＜就学前児童の保護者＞ 

○ 就学前児童の母親の就労状況は、「フルタイムで働いている」30.9％が最も多く、「以前

は就労していたが、現在は働いていない」28.0％、「パート・アルバイト等で働いている」

26.8％と続きます。 

○ 父親の就労状況は、「フルタイムで働いている」94.2％です。 

 

※上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

○ 現在は働いていない母親の就労希望は「1 年より先で、子どもが大きくなったら就労し

たい」46.2％が最も多く、「すぐにでももしくは 1 年以内に希望」26.6％、「子育てや

家事などに専念したい（働く予定はない）」18.4％と続きます。 

○ 「子どもが大きくなったら就労したい」の人の子どもが何歳になった時に就労を希望す

るかについては、0 歳の母親でみると平均で「3.5 歳」です。 

 

※上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

合計 フルタイ
ムで就労
している

フルタイ
ムで就労
している
が、産
休・育
休・介護
休業中で
ある

パート・
アルバイ
ト等で就
労してい
る

パート・
アルバイ
ト等で就
労してい
るが、産
休・育
休・介護
休業中で
ある

以前は就
労してい
たが、現
在は就労
していな
い

これまで
就労した
ことがな
い

無回答

1124 347 99 301 27 315 27 8

100.0 30.9 8.8 26.8 2.4 28.0 2.4 0.7

1124 1059 0 4 1 6 0 54

100.0 94.2 0.0 0.4 0.1 0.5 0.0 4.8

母親

父親

合計 子育てや
家事など
に専念し
たい（就
労の予定
はない）

1年より
先、一番
下の子ど
もが●歳
になった
ころに就
労したい

すぐにで
も、もし
くは1年
以内に就
労したい

無回答

342 63 158 91 30

100.0 18.4 46.2 26.6 8.8

6 0 0 6 0

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0

母親

父親
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＜小学生の保護者＞ 

○ 小学生の母親の就労状況は、「フルタイムで働いている」44.8％が最も多く、「パート・

アルバイト等で働いている」37.1％と続きます。 

○ 就学前児童と比べて、フルタイム、パート・アルバイト等ともに増加しており、専業主

婦は約 1 割にとどまります。 

○ 父親の就労状況は、「フルタイムで働いている」88.8％です。 

 

※上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

○ 現在は働いていない母親の就労希望は「1 年より先で、一番下の子どもが大きくなった

ら就労したい」32.7％が最も多く、「すぐにでももしくは 1 年以内に希望」「子育てや家

事などに専念したい（働く予定はない）」28.0％と続きます。 

○ 「一番下の子どもが大きくなったら就労したい」の人の子どもが何歳になった時に就労

を希望するかについて、小学 1 年生の母親でみると平均で「4.7 歳」です。 

○ 就学前児童の結果と比べると、現在は働いていない母親の就労希望は「1 年より先で、

子どもが大きくなったら就労したい」がやや減り、「子育てや家事などに専念したい（働

く予定はない）」が増えています。 

 

※上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

合計 フルタイ
ムで就労
している

フルタイ
ムで就労
している
が、産
休・育
休・介護
休業中で
ある

パート・
アルバイ
ト等で就
労してい
る

パート・
アルバイ
ト等で就
労してい
るが、産
休・育
休・介護
休業中で
ある

以前は就
労してい
たが、現
在は就労
していな
い

これまで
就労した
ことがな
い

無回答

1039 465 10 385 4 128 22 25

100.0 44.8 1.0 37.1 0.4 12.3 2.1 2.4

1039 923 0 7 0 13 0 96

100.0 88.8 0.0 0.7 0.0 1.3 0.0 9.2

母親

父親

合計 子育てや
家事など
に専念し
たい（就
労の予定
はない）

1年より
先、一番
下の子ど
もが●歳
になった
ころに就
労したい

すぐにで
も、もし
くは1年以
内に就労
したい

無回答

150 42 49 42 17

100.0 28.0 32.7 28.0 11.3

13 1 1 5 6

100.0 7.7 7.7 38.5 46.2

母親

父親
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＜育児休業の取得状況＞ 

○ 育児休業を「取得した」割合は、就学前児童では「母親」39.1％、「父親」1.6％です（取

得中を含む）。 

○ 同じ割合を小学生でみると「母親」32.5％、「父親」1.3％です。 

○ 育児休業を取得していない人の主な理由は、「育休制度がなかったため、退職した」「自

営業のため」「パートタイムだったので退職した」「母親が取得（※父親の回答で多い）」

などが挙げられています。 

 

※上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

 

 

 

 

合計 働いてい
なかった

取得した 取得して
いない

無回答

1124 520 439 153 12

100.0 46.3 39.1 13.6 1.1

1124 3 18 1010 93

100.0 0.3 1.6 89.9 8.3

1039 551 338 132 18

100.0 53.0 32.5 12.7 1.7

1039 7 14 902 116

100.0 0.7 1.3 86.8 11.2

母親

父親

母親

父親

就学前

小学生
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4 子育てについての意識・意向等 

○ アンケートから、本市で暮らす保護者の子育て意識や子育て支援への期待・意向等を把

握します。 

○ こうした保護者の意識や期待を踏まえて、家庭・地域・企業・行政等が一体となり、子

どもの育ちを支える次世代育成支援を進める必要があります。 

 

【アンケートからみる子育て環境への意識・意向】 

①子育ての楽しさ（子育てをどのように感じているか） 

○ 子育ての意識について、「どちらかというと、喜びや楽しみの方が大きい」という意識が

最も多くなっています。 

○ 就学前児童、小学生ともに、子育てに喜びや楽しみを感じる人（喜びや楽しみの方が大

きい＋どちらかというと、喜びや楽しみの方が大きい）は 8 割半ばです。 

○ 年齢別、学年別、地区別でみても概ね同じ傾向です。 

 

※上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

②「仕事と子育ての両立」への期待（仕事と子育ての両立のために、最も重要だと思うこと） 

○ 就学前児童では「就労時間中に子どもを保育してくれる施設の増加」35.7％が最も多く、

「育児休業の充実や上司の理解などの職場環境の整備」25.4％、「配偶者や祖父母などの

家族・親族の理解と支援」24.4％と続きます。 

○ 小学生では、「配偶者や祖父母などの家族・親族の理解と支援」34.0％が最も多く、「就

労時間中に子どもを保育してくれる施設の増加」24.0％、「育児休業の充実や上司の理解

などの職場環境の整備」23.6％と続きます。 

○ 年齢別、学年別、地区別でみても概ね同じ傾向ですが、小学 1 年生では「就労時間中に

子どもを保育してくれる施設の増加」31.5％が最も多くなっています。 

合計 喜びや楽
しみが大
きい

どちらか
という
と、喜び
や楽しみ
の方が大
きい

どちらか
という
と、不安
や負担の
方が大き
い

とても不
安や負担
を感じて
いる

無回答

1124 372 605 125 16 6

100.0 33.1 53.8 11.1 1.4 0.5

1039 299 576 139 21 4

100.0 28.8 55.4 13.4 2.0 0.4

就学前

小学生
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※上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 就労時間
中に子ど
もを保育
してくれ
る施設の
増加

教育・保
育施設で
の教育等
の内容の
充実

育児休業
の充実や
上司の理
解などの
職場環境
の整備

配偶者や
祖父母な
どの家
族・親族
の理解と
支援

地域で支
え合う子
どもの教
育・保育
の充実

その他 特にない 無回答

1124 401 86 286 274 33 16 10 18

100.0 35.7 7.7 25.4 24.4 2.9 1.4 0.9 1.6

1039 249 97 245 353 37 19 31 8

100.0 24.0 9.3 23.6 34.0 3.6 1.8 3.0 0.8

就学前

小学生
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③ 子育て支援の現状評価と重要度 

（本市の子育て支援の取組分野別の（1）現状評価、（2）今後の重要度についての考え方） 

＜就学前児童＞ 

○ 子育て支援の現状評価について、各項目ともに「どちらともいえない」が最も多くなっ

ています。「できている」という評価が比較的高い項目は「イ 母性並びに乳児及び幼児

等の健康の確保及び増進」と「ア 地域における子育ての支援」です。 

○ 子育て支援の重要度は、すべて「重要」という意向です。中でも「カ 子ども等の安全

の確保」と「ア 地域における子育ての支援」が 8 割を超えています。 

 （1）現状評価  （2）今後の重要度 

 で
き
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

で
き
て
い
な
い 

 

重
要
で
あ
る 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

重
要
で
は
な
い 

ア 地域における子育ての支援 

（保育、地域の子育て支援サービス、児童館、

放課後児童クラブなど） 

31.9 58.8 6.9 → 80.6 16.3 0.1 

イ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及

び増進 

（母子保健、食育、思春期保健、医療サービ

スなど） 

37.3 56.0 3.8 → 72.2 24.6 0.2 

ウ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育

環境の整備 

（学校教育、家庭・地域の教育力、医療サー

ビスなど） 

24.0 67.3 5.8 → 78.3 18.6 0.3 

エ 子育てを支える生活環境の整備 

（道路整備、遊び場、居住環境、施設のバリ

アフリー化など） 

9.3 56.3 31.7 → 75.7 20.7 0.5 

オ 仕事と子育ての両立の推進 

（市民や企業の意識啓発、男女共同参画推進

など） 

5.5 68.1 23.7 → 69.8 26.0 1.2 

カ 子ども等の安全の確保 

（いじめ防止、児童虐待・非行防止、防犯・

防災・事故防止など） 

7.4 75.7 14.3 → 83.0 14.0 0.1 

キ 児童や子育て家庭へのきめ細やかな取組の

推進 

（ひとり親家庭の支援、障害児施策など） 

8.5 82.9 5.7 → 68.6 28.0 0.4 

※網掛けは割合の多い方を示す。無回答は非表示 
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＜小学生＞ 

○ 子育て支援の現状評価について、各項目ともに「どちらともいえない」が最も多くなっ

ています。「できている」という評価が比較的高い項目は「ア 地域における子育ての支

援」と「イ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進」です。 

○ 子育て支援の重要度は、すべて「重要」という意向です。中でも「カ 子ども等の安全

の確保」が 8 割を超えています。 

 （1）現状評価  （2）今後の重要度 

 で
き
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

で
き
て
い
な
い 

 

重
要
で
あ
る 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

重
要
で
は
な
い 

ア 地域における子育ての支援 

（保育、地域の子育て支援サービス、児童館、

放課後児童クラブなど） 

41.5 49.7 7.1 → 78.3 18.6 0.5 

イ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及

び増進 

（母子保健、食育、思春期保健、医療サービ

スなど） 

38.4 55.4 4.3 → 69.2 27.1 0.8 

ウ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育

環境の整備 

（学校教育、家庭・地域の教育力、医療サー

ビスなど） 

26.2 66.4 5.6 → 78.2 18.7 0.4 

エ 子育てを支える生活環境の整備 

（道路整備、遊び場、居住環境、施設のバリ

アフリー化など） 

9.0 58.5 30.9 → 72.3 23.1 1.5 

オ 仕事と子育ての両立の推進 

（市民や企業の意識啓発、男女共同参画推進

など） 

4.9 70.1 23.3 → 65.6 30.4 1.2 

カ 子ども等の安全の確保 

（いじめ防止、児童虐待・非行防止、防犯・

防災・事故防止など） 

10.6 74.2 13.7 → 85.9 11.3 0.1 

キ 児童や子育て家庭へのきめ細やかな取組の

推進 

（ひとり親家庭の支援、障害児施策など） 

10.4 79.3 8.3 → 65.4 31.1 0.3 

※網掛けは割合の多い方を示す。無回答は非表示 
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④地域での支えあいへの現状と期待 

ア 近所や地域での付き合い・近所の子どもとの関わりはどのような状況ですか 

○ 就学前児童、小学生ともに、「子ども・大人ともに付き合いがあまりない」が最も多くな

っています。 

○ 財田町、山本町では「子ども・大人ともに付き合いが多く、頻繁に声をかけたり子育て

に参加したりしている」の割合が、他の地区に比べてやや多くなっています。 

 

※上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

イ 子育てをするうえで、近所や地域に望むことはありますか 

○ 近所や地域に望むことについて、就学前児童では「子どもが危険な目に遭いそうなとき

は手助けや保護をしてほしい」81.5％が最も多く、他を大きく上回ります。 

○ 小学生では、「子どもが危険な目に遭いそうなときは手助けや保護をしてほしい」82.9％

が最も多く、「子どもが良くないことをしているのを見かけたときは、注意してほしい」

81.6％と続きます。 

 

※上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

合計 子ども・
大人とも
に付き合
いが多
く、頻繁
に声をか
けたり子
育てに参
加したり
している

大人同士
の付き合
いは多い
が、子ど
もとふれ
あう機会
は少ない

子ども・
大人とも
に付き合
いがあま
りない

近所・地
域での付
き合いは
控えてい
る

その他 無回答

1124 335 152 537 22 65 13

100.0 29.8 13.5 47.8 2.0 5.8 1.2

1039 392 148 405 19 59 16

100.0 37.7 14.2 39.0 1.8 5.7 1.5

就学前

小学生

合計 出会った
時に気軽
に声をか
けあうな
ど、子ど
もにかか
わってほ
しい

子どもが
良くない
ことをし
ているの
を見かけ
たとき
は、注意
してほし
い

子どもを
対象とし
た遊びや
活動など
にかか
わってほ
しい

育児など
で困った
ことが
あった場
合には相
談に乗っ
てほしい

子どもが
危険な目
に遭いそ
うなとき
は手助け
や保護を
してほし
い

緊急の用
事などの
時に一時
的に子ど
もをあず
かってほ
しい

子ども連
れで交通
機関や施
設を利用
する時に
困ってい
たら手助
けしてほ
しい

その他 特にない 無回答

1124 610 769 100 76 916 94 294 15 17 9

100.0 54.3 68.4 8.9 6.8 81.5 8.4 26.2 1.3 1.5 0.8

1039 533 848 68 47 861 97 173 9 29 2

100.0 51.3 81.6 6.5 4.5 82.9 9.3 16.7 0.9 2.8 0.2

就学前

小学生
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⑤子育て支援への期待（本市の子育て支援について特に期待すること） 

○ 市の子育て支援で特に期待することについて、就学前児童では「保育所や幼稚園等にか

かる費用を軽減してほしい」51.5％が最も多く、「幼稚園の 3 歳児の預かり保育をして

ほしい」37.6％、「延長保育・夜間保育・休日保育のサービスをしてほしい」33.1％と

続きます。 

○ 小学生では、「安心して子どもが医療機関にかかれる体制の整備」40.0％が最も多く、「保

育所や幼稚園にかかる費用の軽減」33.8％。「子育てに困ったときに相談したり、情報が

得られるセンターなどの整備」29.6％と続きます。 

○ 年齢別、学年別、地区別でみても概ね同じ傾向です。 

 

 

 

※上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

 

合計 親子が安
心して集
まれる身
近な場
所、イベ
ントの機
会がほし
い

子育てに
困ったと
きに相談
したり、
情報が得
られるセ
ンターな
どを作っ
てほしい

保育所を
増やして
ほしい

幼稚園を
増やして
ほしい

認定こど
も園等の
幼保一体
化施設を
作ってほ
しい

就学前施
設での教
育・保育
内容を充
実させて
ほしい

延長保
育・夜間
保育・休
日保育の
サービス
をしてほ
しい

幼稚園の3
歳児の預
かり保育
をしてほ
しい

1124 244 176 112 15 104 233 372 423

100.0 21.7 15.7 10.0 1.3 9.3 20.7 33.1 37.6

1039 252 308 79 13 74 134 284 243

100.0 24.3 29.6 7.6 1.3 7.1 12.9 27.3 23.4

就学前

小学生

合計 保育所や
幼稚園等
にかかる
費用を軽
減してほ
しい

地域の保
育サービ
スを充実
して欲し
い

安心して
子どもが
医療機関
にかかれ
る体制を
整備して
ほしい

育児休業
の取得促
進など、
企業に対
して育児
との両立
環境の改
善を働き
かけてほ
しい

子育てに
ついて学
べる機会
をつくっ
てほしい

その他 無回答

1124 579 62 259 232 82 23 20

100.0 51.5 5.5 23.0 20.6 7.3 2.0 1.8

1039 351 99 416 270 97 36 22

100.0 33.8 9.5 40.0 26.0 9.3 3.5 2.1

就学前

小学生
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（参考）子育て支援の施設、幼稚園の配置図（H26.4.1 現在） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

c 
d 

A B 

C 

D 

E 

I 

J 

⑩ 

⑪ 
⑫ 

⑰ 

⑱ 

③ 

⑬ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

F G 

H 

⑭ 

⑮ 
⑯ 

① 

② 

④ 

⑤ 

⑨ 
 
ⅰ 

 

⑲ 

財田町 

詫間町 

三野町 

仁尾町 

豊中町 

高瀬町 

山本町 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

保育所 

 A  三豊市立高瀬中央保育所 

 B  三豊市立高瀬南部保育所 

 C  三豊市立山本保育所 

 D  三豊市立三野保育所 

 E  三豊市立豊中保育所 

 F  三豊市立松崎保育所 

 G  三豊市立詫間保育所 

 H  三豊市立須田保育所 

 I  三豊市立仁尾保育所 

 J  三豊市立財田保育所 

 

幼稚園 

① 三豊市立上高瀬幼稚園 

② 三豊市立勝間幼稚園 

③ 三豊市立比地二幼稚園 

④ 三豊市立二ノ宮幼稚園 

⑤ 三豊市立麻幼稚園 

⑥ 三豊市立辻幼稚園 

⑦ 三豊市立河内幼稚園 

⑧ 三豊市立大野幼稚園 

⑨ 三豊市立神田幼稚園 

⑩ 三豊市立大見幼稚園 

⑪ 三豊市立下高瀬幼稚園 

⑫ 三豊市立吉津幼稚園 

⑬ 三豊市立豊中幼稚園 

⑭ 三豊市立松崎幼稚園 

⑮ 三豊市立詫間幼稚園 

⑯ 三豊市立大浜幼稚園 

⑰ 三豊市立平石幼稚園 

⑱ 三豊市立曽保幼稚園 

⑲ 三豊市立財田幼稚園 

 

認可外保育施設 

 チャイルドハウス元気っ子 

 チャイルドハウスみとよ 

 おかもと保育園 

 リトルラビット 

 

 

a 

b 
c 

d 

ファミリー・サポート・センター 

 みとよファミリー・サポート・センター  

 

 

 
ⅰ 

 

地域子育て支援拠点 

 高瀬地域子育て支援センター 

 豊中地域子育て支援センター 

 仁尾地域子育て支援センター 

 つどいの広場（すくすくランド） 

 

 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

病児・病後児保育施設 

三豊総合病院（所在地：観音寺市） 
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第 3章 計画の基本方針 

 

1 計画の基本理念 

○ 平成 17 年度からの 10 年間、本市では、子育て家庭が家族の絆・親族の絆の中で子育て

に喜びを感じ、子育て支援に地域、企業、行政、関係機関等がそれぞれの役割と責任を

分担する「子育て力の高いまち」づくりに取り組んできました。そして、この環境の中

で自立した人間性豊かな子どもが育ち、未来の三豊づくりにつなげていくことをめざし

てきました。 

○ 今回のアンケートにおいて、就学前児童、小学生の保護者ともに8割以上が「子育てに喜び

や楽しみを感じる」という結果がでたことは、これまでの取組が一定の成果を上げたもの

と捉えることができます。 

○ また、家庭の子育てを重視し、地域社会全体で子育てを担う本市の方向性は、次世代育成

支援対策の「子育ての第一義的責任を有する保護者が子育ての意義を十分に理解し、かつ、

子育ての喜びが実感されるように配慮されること」という基本理念はもとより、「一人ひと

りが個性ある存在として認められ、自己肯定感を持って育まれることが可能となる環境を

社会全体で整備すること」「地域や社会が保護者に寄り添いながら、親としての成長を支援

すること」という子ども・子育て支援法の趣旨とも合致しています。 

○ 少子化の進行が予想される次の10年に向けては、本市の三世代同居が多く、地域や世代間

の結びつきが比較的強い特性を活かす取組をさらに推進することが重要となります。 

○ そのため、「保育所・幼稚園・学校で学び、家庭で育み、地域で育てる」という、心身とも

に健やかな子どもを健やかに育む本市独自の体制をさらに強化し、より一層、親が子育て

や子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるようなまちづくりをめざすことを、

本計画の基本理念（最も大切にする（基本となる）考え方）とします。 

 

【基本理念】 

三豊で育ち、三豊が育て、三豊を育てる 子育て・子育ちのまち 

 

 

「三豊で育ち」 ：親が子どもに向き合って子どもを育み、教育・保育の場で学ぶ 

「三豊が育て」 ：地域･企業･行政等 社会全体で支える子育ての実現 

「三豊を育てる」：次世代を担う子どもや豊かな子育て環境が地域を活性化させ、定住を促進する 
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2 計画の基本的視点 

基本理念を実現する具体的な施策推進の視点として、「子どもの育ち」と「家庭での子育て」を

重視するとともに、多様化する就労形態や変化していく家族のあり方にも配慮し、地域、教育・

保育関係者、企業、行政がそれぞれに子ども・子育て支援における役割と責任を認識し、協働に

よって子ども・子育て支援を推進することを、次の3つの視点として定めます。 

 

 

視点 1：子どもの育ち 

基本理念の「三豊で育ち」の実現をめざして、様々な状況にある子どもの生存と発達が保

護され、すべての子どもが愛情と質の高い教育・保育を受けながら、たくましく育つための

施策を推進します。 

 

 

視点 2：子どもを健やかに育む家庭 

基本理念の「三豊で育ち」の実現をめざして、安心して子どもを産み、家族が親子ともに

健やかに育ち、子育てに喜びを感じながら子どもと向き合える環境づくりのための施策を推

進します。 

 

 

視点 3：子育てを支える地域 

基本理念の「三豊が育て」の実現をめざして、社会の宝である子どもと、家庭での子育て

を温かく応援し、安心して子育てできる地域社会を形成するための施策を推進します。 

 

 

 

 

上記 3 つの視点を子育てに関わる全員が共有することにより、家庭、教育・保育の場、地域

等にそれぞれ支えられて育った子どもが将来的に本市の次世代を担うようになり、地域の活性

化や定住の促進につながっていき、基本理念の「三豊を育てる」を実現します。 
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3 計画の基本目標 

基本理念を実現する3つの基本的視点を具現化する６つの基本目標を定め、総合的に施策を展

開します。 

 

視点１：子どもの育ち 

目標１ 子どもが健やかに育つ環境づくり 

子どもは次世代の親となるという認識のもと、同じ年齢の子どもが同じ教育・保育を受け

ることができる良質な環境を整備するとともに、家庭教育・地域での交流の中で、すべての

子どもが「豊かな人間性」と「社会を生き抜く力」を養うことをめざします。 

目標２ 様々な状況にある子どもへのきめ細やかな取組の推進 

関係機関との連携を基盤に、家庭や心身の状態が様々な状況にある子どもの生存と発達を

保護する取組の充実を図ります。 

 

 

視点２：子どもを健やかに育む家庭 

目標３ 安心して産み、育てることを見守る体制づくり 

妊娠期から乳幼児期における母子の健康づくりと正しい生活習慣の定着に向けて、保健・

医療・福祉の相互連携による家庭への支援の充実を図ります。 

目標４ 仕事と生活の調和 

子育てに喜びを感じながら仕事と子育てを両立できるよう、仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）の普及と推進をめざします。 

 

 

視点３：子育てを支える地域 

目標５ 地域における子育て支援の充実 

子育て家庭にとって身近な地域での交流や子育て支援の協力体制を充実させることで、地

域全体で支える子育ての充実を図ります。 

目標６ 安心・安全な子育てを支える地域づくり 

子どもを交通事故や犯罪、災害から守るため、環境整備（ハード）と関係機関の協力によ

る取組（ソフト）を進め、子どもを安心して産み育てられる環境の充実を図ります。 
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4 施策体系 

 

基本的視点 基本目標 基本施策 

子どもの育ち 

目標 1 
子どもが健やかに
育つ環境づくり 

1-1 次世代の親の育成 

1-2 教育・保育サービス及び環境の整備 

1-3 経済的な負担の軽減 

1-4 家庭と地域の教育力の向上 

1-5 心と体の成長のための有害環境等対策 

目標 2 
様々な状況にある
子どもへのきめ細
やかな取組の推進 

2-1 児童虐待防止対策の充実 

2-2 非行防止対策等の推進 

2-3 ひとり親家庭等への自立支援の推進 

2-4 障害のある子どもへの施策の充実 

子どもを健や
かに育む家庭 

目標 3 
安心して産み、 
育てることを見守
る体制づくり 

3-1 妊娠期から乳幼児期等の親子の健康の 

確保 

3-2 不妊治療への支援 

3-3 食育の推進 

3-4 生活習慣病予防対策の推進 

3-5 小児医療の充実 

目標 4 仕事と生活の調和 
4-1 多様な働き方の実現と働き方の見直し 

4-2 仕事と子育ての両立支援 

子育てを支え
る地域 

目標 5 
地域における子育
て支援の充実 

5-1 地域における子育て支援サービスの充実 

5-2 子どもの健全育成の推進 

目標 6 
安心・安全な子育て
を支える地域づく
り 

6-1 生活環境の整備 

6-2 安全・安心な地域づくりの推進 

三
豊
で
育
ち
、
三
豊
が
育
て
、
三
豊
を
育
て
る 
子
育
て
・
子
育
ち
の
ま
ち 

理念 
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5 計画の推進 

①計画の推進体制 

【連携体制の概要】 

○ 本計画は、福祉、保健・医療、教育、防犯、労働、生活など広範囲の分野に関連するも

のであり、計画の推進にあたっては、行政だけでなく、市民の参画のもと、企業や関係

団体が互いに連携しながら、一体となって進めていくことが重要です。 

○ 庁内での本計画の推進にあたっては、それぞれの施策の関係部局が連携・協力し、横断

的な取組を積極的に進めます。 

【家庭、地域、教育・保育関係者、企業等との連携推進】 

○ 社会全体での子育て支援を推進するために、第一義的責任を有する家庭をはじめ、地域、

教育・保育関係者、企業等が本計画の基本理念を共有するとともに、子ども・子育て支

援に関する共通認識を持ち、それぞれの役割を意識して取り組めるよう、計画内容の広

報・啓発・働きかけ等に努めます。 

○ 地域における教育・保育、福祉、保健・医療などの関係機関・団体等による主体的な取

組を支援するとともに、「子育て支援をしたい」と考える主体が子育て支援に参加しやす

いように支援し、それらとのより一層の連携強化を図ります。 

○ 国や県の施策との連動を図りながら、本計画で掲げる基本理念を実現すべく、より質の

高い教育・保育サービス及び子育て支援を推進します。 
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（推進体制のイメージ図） 
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三豊の 

子ども 
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専
門
的
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市民・事業者連携 

主
体
的
支
援 

地域住民 

民生委員児童委員 

子育てサークル 

ボランティア 

愛育会 

PTA 等 

企業 

中小企業振興協議会 

商工会 

農協、漁協 等 

三豊市 

 

 
国
・
県
・
市
連
携 

福祉、保健・医療、教育、安全、労働、生活環境等 

協働 

国・香川県 

医療機関 

医師会 

児童相談所 

障害者施設 

養護施設 

警察 等 

幼稚園 

保育所 

小・中学校 

高校 

高等専門学校 

大学 

行政支援 

協働 

協働 
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②計画の進捗管理 

【計画の点検・評価】 

○ 本計画の第 1 編における各目標の施策や、第 2 編における提供体制等を総合的・計画的

に推進し、実効性を確保するため、それぞれ重点施策と給付・事業の利用状況・整備状

況を中心に、毎年度進捗状況を庁内で点検します。 

【子ども・子育て会議の運営】 

○ 子ども・子育て会議において、庁内の点検結果を踏まえてさらなる点検・評価を行い、

施策の改善や給付・事業の整備の見直し等につなげます。 

【計画及び点検結果等の公表】 

○ 市ホームページなどを活用し、本計画及びそれに基づく取組や点検・評価結果等を広く

公表していくことで、市民への浸透を図ります。 
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第 4章 目標実現に向けた施策内容 

 

目標 1 子どもが健やかに育つ環境づくり 

人格形成の基礎が培われる乳幼児期、生きる力を育み調和のとれた発達を図る学童期は、子

どもの発達において特に重要な時期です。 

また、子どもの健やかな育ちのためには、次世代の親の育成のための取組、家庭・地域での

教育等に関する取組、有害環境対策等も必要となってきます。 

 

●現状と今後の視点 

（取組の現状） 

施 策 具体的な取組 

乳幼児とふれあう 

機会の充実 

保育所・幼稚園で社会福祉協議会の「夏休みボランティア体験（中

学生、高校生）」を積極的に受け入れ、中学生や高校生が幼児とふれ

あう場を提供している。 

確かな学力と豊かな

心の育成 

「分かる授業」を行うための板書づくりとノート指導を行ってい

る。各中学校に年間約 70 回スクールカウンセラーを派遣し、小中学

校の気になる児童・生徒への支援を行っている。 

災害に強い教育施設

の整備 

校舎、体育館本体の耐震補強工事はほぼ終了しており、次に外壁や

天井材等の耐震化を推進する。 

乳幼児期の教育・保育

の充実 

市内 10 か所の公立保育所、19 か所の公立幼稚園で教育・保育を

実施し、「楽しい保育」を行うために、乳幼児理解と保育環境の工夫

を行っている。また、保育所・幼稚園・地域子育て支援センターの職

員研修の中で作成した子育ての道しるべ「ななつのたから」の冊子を

活用し、情報交換や連携を行っている。 

家庭教育への支援の

充実 

「家庭教育学級」を、多くの幼稚園と小学校 7 校、中学校 2 校で

実施している。 

スポーツ・レクリエー

ションの環境づくり 

公民館では子ども講座を年間 40 回程度開催し、延べ 13,000 人

以上が参加している。平成 24 年度から「こども kids スタジオ」を

開催、幼稚園の年中、年長を対象に運動の楽しみを体感している。 

放課後子ども教室 平成 26 年度から、公民館を中心として、市内 3 か所で夏休みや週

末の体験教室等を実施している。 
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（アンケート等を踏まえた分析） 

＜保育ニーズについて＞ 

本市の保育ニーズに関する状況は、次のとおりです。 

○ 本市では三世代同居率が高い一方、保育ニーズも高まっています。明確な要因は不

明ですが、高齢の祖父母が子育てをするのは困難であることや、逆に祖父母が若く

まだ就労していること、子育て世代・祖父母世代の育児に関する考え方の変化など

が考えられます。 

○ 本市の待機児童は毎年 0 人ですが、０歳児が８か月を経過し、入所の需要が出てきた

ときに、職員配置などの事情でいわゆる「空き待ち」となってしまう人数は、平成 25

年度の最も多い時期で 63 名でした。 
 

＜教育・保育サービスのあり方や幼保連携に関する意見＞ 

子ども・子育て会議では、次のような意見が挙げられました。 

○ 家庭で努力することや子どもの自立を促すという教育的な観点から、サービスを検

討することも必要。 

○ サービスを検討する際には、子ども・子育て支援法で謳われている「子どもの視点」

と「教育と保育の連動・連携」も併せて検討することが重要。 

○ 産後 4 か月くらいからの保育希望の相談があり、0～2 歳の保育希望者の増加が見

込まれる。 
 

＜幼保連携について＞ 

就学前児童アンケートでは、幼保一体化施設の懸念事項として、「幼保一体化や認定こど

も園等について、そもそもよくわからない」が 5 割を占めて最も多くなっています。続いて、

「保育料が高くなること」「保育サービスの質が低下」を上位に挙げています。 

また、幼保一体化した際の利用希望は、「その時点で自分の条件に適した方を利用したい」

が 4 割半ばと最も多く、「このまま保育所、幼稚園を利用したい」が続きます。 

【就学前児童／幼保一体化した際の利用希望】   【就学前児童／幼保一体化施設の懸念事項】 

 

34.4 11.7 47.5 5.2

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

このまま保育所、幼稚園を利用したい

できれば「認定こども園」などの幼保一体化施設を利用したい

その時点で自分の条件に適した方を利用したい

わからない

無回答

問41 幼保一体化に取り組む場合、利用したい施設

n=1124

52.2 

43.2 

40.6 

15.5 

5.4 

1.0 

0% 20% 40% 60%

幼保一体化や認定こども園等について、

そもそもよくわからない

保育料が高くなるなど、保護者負担が

増えるのではないか

合理化・効率化が優先され、保育サービスの質が

低下するのではないか

必要な職員が十分に確保されるのか

その他

無回答

ｎ=387

問41-1 
幼保一
体化施
設の利
用につ
いて気
になる
点

ｎは回答者数、数値は各項目比率 
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＜小 1 プロブレムについて＞ 

小1プロブレム（子どもが小学校に進学した際、学校生活に馴染むまでに時間がかかる、

落ち着いていられないなどの問題）について、就学前児童アンケートでは「心配している」

が 5 割弱ですが、小学生アンケートでは「小 1 プロブレムがあった」が２割半ばであるこ

とから、小学校進学に際して就学前に漠然とした不安を感じていることがわかりました。 

また、子ども・子育て会議では、「子ども自身、最初は戸惑うが、時間とともに適応して

いる」「子どもはたくましい」「市内の保育所・幼稚園・小学校間で、保護者の不安が出な

いよう統一の対応をする等、何らかの取組が必要なケースもあるかと思う」という意見が

挙げられました。 

【就学前児童／小 1 プロブレムへの心配の有無】       【小学生／小 1 プロブレムの経験】 

 

上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

＜小学校教育について＞ 

小学生アンケートでは小学校教育の満足度が7割半ばに達し、一定の評価を得ています。

また、学校に「基礎学力の指導」「豊かな心を育てる教育」「表現力やコミュニケーション

力を伸ばす教育」を特に期待しています。 

【小学生／小学校の全体的な満足度】       【小学生／小学校に特に期待すること】 

 

 

ｎは回答者数、数値は各項目比率 

合計 心配であ
る

どちらか
というと
心配であ
る

どちらと
もいえな
い

あまり心
配してい
ない

心配して
いない

無回答

1124 264 278 221 263 83 15

100.0 23.5 24.7 19.7 23.4 7.4 1.3

166 19 43 52 36 12 4

100.0 11.4 25.9 31.3 21.7 7.2 2.4

123 22 29 32 29 8 3

100.0 17.9 23.6 26.0 23.6 6.5 2.4

151 33 38 26 40 12 2

100.0 21.9 25.2 17.2 26.5 7.9 1.3

196 65 37 32 46 13 3

100.0 33.2 18.9 16.3 23.5 6.6 1.5

231 57 64 39 54 17 0

100.0 24.7 27.7 16.9 23.4 7.4 0.0

254 67 66 40 57 21 3

100.0 26.4 26.0 15.7 22.4 8.3 1.2

全体

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

22.2 

51.0 

17.1 

5.8 

2.3 

1.5 

0% 20% 40% 60%

満足している

どちらかといえば満足している

どちらともいえない

どちらかといえば不満である

不満である

無回答

ｎ=1039
問32 子どもが通う学

校の教育の満足度

56.3 

52.5 

42.2 

32.8 

30.1 

20.7 

19.2 

16.2 

9.9 

3.5 

1.3 

1.9 

0.8 

0% 20% 40% 60%

基礎学力の指導

豊かな心を育てる教育

表現力やコミュニケーション力を伸ばす教育

教職員と子どもとの信頼関係

いじめの防止や対応

個性を伸ばす教育

きめ細やかな指導、教師の指導力

運動能力や体力を高める教育

家庭や地域社会との連携や協力

非行や不登校などへの対応

学校の施設・設備

その他

無回答

ｎ=1039

問33 子ども

が通う小学校

に特に期待す

ること

合計 もともと
心配して
おらず、
なかった

心配して
いたが、
なかった

もともと
心配して
いなかっ
たが、
あった

心配して
いたとお
り、あっ
た

その他 無回答

1039 414 443 59 93 19 11

100.0 39.8 42.6 5.7 9.0 1.8 1.1

127 28 64 12 18 4 1

100.0 22.0 50.4 9.4 14.2 3.1 0.8

125 40 62 9 11 2 1

100.0 32.0 49.6 7.2 8.8 1.6 0.8

146 50 71 13 12 0 0

100.0 34.2 48.6 8.9 8.2 0.0 0.0

196 84 72 11 22 3 4

100.0 42.9 36.7 5.6 11.2 1.5 2.0

218 103 84 8 16 6 1

100.0 47.2 38.5 3.7 7.3 2.8 0.5

225 109 88 6 14 4 4

100.0 48.4 39.1 2.7 6.2 1.8 1.8

全体

小学1年生

小学2年生

小学3年生

小学4年生

小学5年生

小学6年生
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＜いじめについて＞ 

小学生アンケートでは、家庭でお子さんといじめについて話しあった経験は 8 割半ば、

「いじめ」発生時に学校に期待する行動は「被害児童・生徒の心のケア」と「加害児童・

生徒への指導」が 7 割半ばとなっています。 

多くの家庭で、お子さんといじめについて話しあっていることがわかりました。 

【小学生／「いじめ」発生時に学校に期待すること】【小学生／「いじめ」に関して、お子さんと話しあうこと】 

 

 

（左図）ｎは回答者数、数値は各項目比率 （右図）上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

 

＜地域連携の教育支援について＞ 

子どもと地域の大人が関わりを持つきっかけについて、就学前児童アンケートでは、「自

治会や町内会等開催の行事を通して（例：夏祭り、町内清掃）」「地域の子どもに関わる活

動を通して（例：子ども会）」「学校行事や部活動を通して」を上位に挙げています。 

【就学前児童／子どもと地域の大人が関わりを持つきっかけ】 

 

上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

 

 

 

 

76.0 

72.5 

48.6 

38.2 

30.5 

5.7 

0.3 

0.6 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80%

被害児童・生徒の心のケア

加害児童・生徒への指導

再発防止へ学校全体での取り組み

被害児童・生徒の保護者との連絡

周辺児童・生徒への指導

その他

特にない

わからない

無回答

ｎ=1039

問36 「いじめ」

が発生した時、ま

ず最初に学校に求

めたいこと

合計 地域の子
どもに関
わる活動
を通して
（例：子
ども会）

自治会や
町内会等
開催の行
事を通し
て（例：
夏祭り、
町内清
掃）

スポーツ
や趣味の
活動を通
して

学校行事
や部活動
を通して

その他 無回答

1039 244 413 123 217 17 25

100.0 23.5 39.7 11.8 20.9 1.6 2.4

合計 話したこ
とがある

話したこ
とがない

無回答

1039 884 150 5

100.0 85.1 14.4 0.5

127 85 42 0

100.0 66.9 33.1 0.0

125 108 17 0

100.0 86.4 13.6 0.0

146 114 31 1

100.0 78.1 21.2 0.7

196 177 17 2

100.0 90.3 8.7 1.0

218 200 17 1

100.0 91.7 7.8 0.5

225 198 26 1

100.0 88.0 11.6 0.4

全体

小学1年生

小学2年生

小学3年生

小学4年生

小学5年生

小学6年生
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（今後の視点） 

○ 今後のライフステージの基礎となる幼児教育・保育の充実を図るとともに、保育につい

ては空き待ち児童の計画的な解消を検討する必要があります。 

○ 幼保連携については、特に認定こども園等の幼保一体化施設について、どのような施設

でどのような教育・保育を行っているか等の情報を十分に伝えられていないと考えられ

ることから、メリット・デメリット等を含め、分かりやすく情報提供していくことが必

要といえます。 

○ 「小 1 プロブレム」に対する漠然とした不安の軽減と、保育所・幼稚園等、小学校の一

層の連携が求められています。 

○ 小学校への大きな期待に応える学校教育の一層の充実、児童・生徒をインターネット上

の誹謗中傷、いじめ、ネット犯罪などの被害者・加害者にさせないための指導（情報モ

ラル教育）の充実とともに、いじめについて家庭で子どもとの話しあう機会の一層の充

実を図る必要があります。 

○ 地域連携の教育支援については、大人と一緒になって活動する地域行事や、子どもが興

味を示す遊びやスポーツを通して、取り組んでいくことが期待されています。 

 

 

●この分野の重点施策と達成をめざす目標（指標） 

①乳幼児期の教育・保育の充実 

 
現状 

（平成 25 年度） 

中間目標 

（平成 29 年度） 

最終目標 

（平成 31 年度） 

職員の合同研修（就学前教育・保育 

推進研究事業）の延べ参加者数 
621 人 650 人 680 人 

 

②幼保連携の推進 

 
現状 

（平成 25 年度） 

中間目標 

（平成 29 年度） 

最終目標 

（平成 31 年度） 

認定こども園の設置 0 2 2 
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1-1 次世代の親の育成 

●施策の方向性 

保育所・幼稚園等、小・中学校を通じて人権尊重と規範意識の醸成を図りながら、将来自

立して家庭を持ち、次世代の親として子どもを育むことができるよう、豊かな人間性と社会

性の形成をめざします。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）道徳教育の推進 

規範意識や社会性を醸成するため、年間計

画に基づいた道徳教育を進めるとともに、家

庭や地域と連携した取組を推進します。 

学校教育課 

（2）人権教育の推進 

人権尊重の意識や言動の涵養、定着をめざ

し、保育所・幼稚園等、小・中学校では、市

が作成した教材を活用し、それぞれの発達段

階に合わせた人権教育を推進します。 

人権教育課 

（3）乳幼児とふれあう

機会の充実 

中学生・高校生が乳幼児とふれあうことで、

子育ての大切さを実感し、次世代の親として

成長できるよう、保育所・幼稚園等と連携し、

ふれあいの機会が持てるよう努めます。 

子育て支援課 

学校教育課 

（4）就業観・就労観の

育成 

職場体験等を通じて、次世代を担う子ども

の働くことに対する意識を高めるキャリア教

育を推進します。 

学校教育課 

（5）総合的な学習等を

活用した職業人 

講話 

キャリア教育として、地域で実際に働く人

の講話等を通じて、働く意義や就職に対する

社会性を醸成していきます。 

学校教育課 
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1-2 教育・保育サービス及び環境の整備 

●施策の方向性 

幼児期から学童期にかけて一貫して質の高い教育・保育を実践するため、教職員の資質向

上、幼児教育から義務教育への円滑な接続、いじめを未然に防ぐ教育の充実、良質で安全な

教育環境の整備を進め、次代を担うすべての子どもの「社会を生き抜く力」を養います。 

 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）確かな学力と  

豊かな心の育成 

児童・生徒が自ら学び自ら考える力を育成

するために、基礎を大切にする教育を行うと

ともに、体験学習や問題解決の力を伸ばす学

習を取り入れる等、指導内容や指導方法を工

夫し、確かな学力の育成に努めます。 

また、小学生から「外国語活動」を行う等、

国際理解とコミュニケーションの力を伸ば

し、豊かな心を育む教育に努めます。 

学校教育課 

教育総務課 

（2）信頼される教育 

環境づくり 

教職員一人ひとりが資質や能力の向上に努

めるとともに、学校評議員制度や学校評価制

度を活用して地域・家庭・学校との連携を図

り、信頼される教育環境づくりに努めます。 

学校教育課 

教育総務課 

  新規 

（3）いじめ防止対策等

の推進 

「いじめ防止対策推進法（注3）」に基づ

き、各学校で「学校いじめ防止基本方針」を

策定し、児童・生徒が安心して学校生活を送

ることができるように努めます。 

地域全体にいじめ防止対策推進法の啓発を

図り、いじめの早期発見と対応に取り組みま

す。 

 

学校教育課 

                                           
注3 「いじめ防止対策推進法」平成 25 年 6 月 28 日公布同年 9 月施行。法によりいじめの定義を明

確にし、いじめの防止等のための対策の基本理念、いじめの禁止、関係者の責務の他、国や地方自

治体、学校、教育委員会等の対応や重大事態への対処等を規定。 
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施 策 具体的な取組 担当課 

重点 

（4）乳幼児期の教育・

保育の充実 

市内の保育所・幼稚園等及び地域子育て支

援センターが、情報交換や職員の合同研修を

行う等の連携を図り、「乳幼児期の教育基本

方針」に基づき、質の高い乳幼児の教育・保

育に努めます。 

子育て支援課 

学校教育課 

  新規   重点 

（5）幼保連携の推進 

三豊で育つ子どもは、就学前の同じ年齢の

子どもが同じ教育・保育を受けることができ

る環境をめざし、幼保連携の推進に取り組み

ます。 

子育て支援課 

学校教育課 

  新規 

（6）幼児教育から義務

教育への円滑な 

接続 

保育所・幼稚園等と小学校の教育方法や環

境の違いにとまどい、なじめないケース（小

1 プロブレム）が問題となっています。 

子ども同士の交流や教職員の連携等に引き

続き取り組みながら、子どもの成長を連続し

た過程として捉えた中での具体的な取組を検

討します。 

子育て支援課 

学校教育課 

（7）延長保育事業 

保護者の就労形態の多様化や女性の就労率

の向上に伴い、保育標準時間以上の保育が必

要となる子どもの保育に対応することが求め

られています。子どもの健康や保護者のニー

ズを考慮しながら、実施に努めます。 

※第 2 編 子ども・子育て支援事業計画該

当事業 

子育て支援課 

（8）休日保育事業 

保護者の就労形態の多様化等により、日曜

日等の保育が必要となる子どもの保育につい

て、実施に努めます。 

子育て支援課 

（9）災害に強い教育 

施設の整備 

子どもたちが 1 日の大半を過ごす教育・保

育施設の耐震化を図るため、耐震改築工事を

実施します。また、非構造部材（外壁、天井

材等）の耐震化を推進します。 

教育総務課 
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施 策 具体的な取組 担当課 

（10）良質な教育環境の

整備 

良質な学習環境が子どもの学習意欲の向上

に寄与することから、必要な施設整備や設備

整備に努めます。 

また、児童・生徒数が減少傾向にある現状

を踏まえ、同世代の多様な考えに触れ、互い

に学びあう機会を作り、子どもたちがたくま

しく育つ環境を整備するために、学校の適正

規模・適正配置を推進します。 

学校教育課 

教育総務課 
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1-3 経済的な負担の軽減 

●施策の方向性 

すべての親と子どもが、安心して幼児教育・保育や子育て支援サービスを受けられるよう、

経済的な負担の軽減を図ります。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）子育て応援   

サービス券支給 

事業 

3歳に達する日以後の最初の3月31日ま

での間にある子どもの保護者に対し、ファミ

リー・サポート・センター事業や一時預かり

事業等で利用できるサービス券を支給するこ

とにより、利用者の負担を軽減し、子育て家

庭を支援します。 

今後、対象者や対象事業の見直し等も含め

て、一層の子育て家庭の支援に努めます。 

子育て支援課 

（2）子どもが多い 

家庭への保育料の

軽減 

就学前の子どもが 2 人以上いる場合、認可

保育施設を利用しているか認可外保育施設を

利用しているかを問わず、第 2 子の保育料半

額、第 3 子以降の保育料免除の検討・実施に

取り組みます。 

幼稚園も同様に、第２子の保育料半額、第

３子以降の保育料を免除します。 

子育て支援課 

学校教育課 

（3）児童手当支給事業 

子育て家庭の経済的負担の軽減を図り、安

定した児童養育ができるよう、手当の適正支

給に努めます。 

子育て支援課 
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1-4 家庭と地域の教育力の向上 

●施策の方向性 

保育所・幼稚園等、小・中学校を通じて家庭教育に関する学習機会の充実を図るとともに、

地域の中で人間性豊かな人格の形成が図られるよう、公民館、スポーツ・文化団体などの活

動の活性化に努めます。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）家庭教育への支援

の充実 

社会生活の基礎となる家庭の役割や重要性

を学習し、家庭での教育力を高めるため、幼

稚園、小学校、中学校での家庭教育学級を継

続して開設したり、幼稚園で保護者参加の行

事を設けたりする等、地域・家庭における教

育力を高める機会の充実に努めます。 

学校教育課 

生涯学習課 

（2）スポーツ・レクリ

エーションの環境

づくり 

スポーツを通じた交流による新しい地域コ

ミュニティづくりや、創作活動等を通じた世

代間交流を図るため、スポーツ推進委員事業、

各子ども会事業、公民館事業等で、各種スポ

ーツ教室や創作活動、野外活動等を実施しま

す。 

生涯学習課 

  新規   

（3）地域連携の教育 

支援 

公民館を核とした地域が、放課後や週末等

に子どもが安心して活動できる場を確保し、

子どもの成長を支援する放課後子ども教室推

進事業に取り組みます。 

また、学校週 5 日制の実施下で、学校・家

庭・地域が連携して、土曜日の有意義な学び

の場を実現できるよう取り組みます。 

生涯学習課 

  新規  

（4）祖父母の子育て力

への支援 

祖父母世代に現状の子育てニーズについて

理解を深めてもらうとともに、父母と一緒に

子育てを行える「いくじい・いくばあ」の支

援として、冊子の作成・普及啓発の講演会の

開催等に取り組みます。 

子育て支援課 
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1-5 心と体の成長のための有害環境等対策 

●施策の方向性 

思春期の子どもが健やかに育つため、家庭でのしつけを前提に、関係機関と連携しながら、

地域全体で健全な環境づくりを推進します。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）喫煙防止対策の 

推進 

未成年者の喫煙防止のため、学校、地域、

関係機関・団体等と連携して、街頭補導の強

化や広報啓発活動を推進します。 

少年育成センター 

（2）薬物乱用防止対策

の推進 

近年、国内では中学生・高校生の間で薬物

乱用に対する警戒心や抵抗感が薄れつつある

ため、県西讃保健所・三豊警察署・薬剤師会・

ライオンズクラブ・学校等の関係機関と連携

し、キャンペーンやイベントでの正しい知識

の普及啓発活動を行い、薬物乱用防止に努め

ます。 

健康課 

学校教育課 

少年育成センター 

（3）有害環境対策の 

推進 

多様化している有害環境・情報に対応する

ため、街頭補導やパトロールによる有害環境

の把握や子どもたちへの指導・声掛け、白ポ

ストによる有害図書等の定期的回収を行いま

す。 

また、近年、インターネットや多機能携帯

電話等の普及により、子どもが被害に巻き込

まれる可能性が高まっていることから、子ど

もの多機能携帯電話等の使用に関する研修会

を実施します。 

学校教育課 

少年育成センター 
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目標 2 様々な状況にある子どもへのきめ細やかな取組の推進 

●現状と今後の視点 

すべての子どもが生存と発達を保護され、健やかに育つためには、家族をはじめとする周囲

からの愛情を受け、安心感・安定感を得て育つ環境の確保や、ひとり親家庭等への自立支援、

障害のある子どもへの支援等、様々な状況にある子どもが安心して育ち、また、保護者が安心

して育てられる取組が必要となってきます。 

 

（取組の現状） 

事 項 状 況 

児童虐待防止対策

の充実 

三豊市児童対策協議会を設置し、県西部子ども相談センター等の関係

機関と連携して、児童虐待等の初期対応を行っている。 

ひとり親等医療費

助成 

ひとり親家庭等の親子に対する医療費の助成を実施している。平成

23 年 8 月診療分から、助成対象を拡充し、ひとり親の父親も対象とな

っている。 

児童扶養手当 生活の安定・自立の促進と子どもの健やかな育ちを目的として、約

500 人のひとり親家庭の受給者に対して、手当を支給している。 

遺児年金 保護者が死亡した義務教育修了前の児童（遺児）の親権者または現に

児童を監護している者に、年額 12 万円を支給している。 

障害児教育の充実 市内幼稚園、小・中学校では特別支援教育支援員を配置し、対応して

いる。保育所でも同様に、職員の加配を行っている。 

 

（アンケート等を踏まえた分析） 

 ＜児童虐待について＞ 

児童虐待防止に関して、就学前児童・小学生アンケートともに、児童虐待を見聞きした

ことがある割合は約 1 割でした。その場合、虐待かどうかの判断がつかない等の理由で通

報しなかったケースが約 7 割ありました。 
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【就学前児童、小学生／児童虐待の見聞の有無】 

 

 

【就学前児童、小学生／（ある方限定）連絡の有無】 

 

 

【就学前児童、小学生／（通報しなかった方限定）通報しなかった主な理由】 

 

上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

＜発達障害について＞ 

発達障害について、次のような意見が挙げられました。 

○ 子ども・子育て会議では、「幼稚園では発達障害への支援が十分にできていないのが

現状だが、幼稚園・保育所の職員合同研修の機会を増やしている」という意見が挙

げられました。 

○ 教育・保育関係者への聞き取り調査では、「発達障害のある子どもが、保育所・幼稚

園等から小学校へ就学する際に、家庭、保育所・幼稚園等、小学校間の連携をさら

に強化し、市内である程度統一した取組ができるようになればよいのではないか」

という意見が挙げられました。 

 

 

合計 ある ない 無回答

1124 128 992 4

100.0 11.4 88.3 0.4

1039 115 922 2

100.0 11.1 88.7 0.2

就学前

小学生

合計 子育て支
援課（市
役所）

市教育委
員会

児童相談
所

警察 保育所・
幼稚園・
学校

民生委
員・児童
委員

その他 通報しな
かった

無回答

128 7 2 2 1 12 0 10 94 0

100.0 5.5 1.6 1.6 0.8 9.4 0.0 7.8 73.4 0.0

115 3 1 0 4 13 0 11 82 1

100.0 2.6 0.9 0.0 3.5 11.3 0.0 9.6 71.3 0.9

就学前

小学生

合計 虐待かど
うかの判
断がつか
なかった
から

トラブル
に巻き込
まれるお
それが
あったか
ら

通報しよ
うとした
が止めら
れたから

その他 無回答

94 63 3 1 26 1

100.0 67.0 3.2 1.1 27.7 1.1

82 58 4 2 18 0

100.0 70.7 4.9 2.4 22.0 0.0

小学生

就学前
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（今後の視点） 

○ 児童虐待防止に関する総合的な取組（市民の通報義務など児童虐待防止法の普及啓発、

育児不安や家庭内のストレスを軽減する支援、地域で孤立しない育児を支える仕組み、

携わる職員の専門的な研修など）をさらに進める必要があります。 

○ ひとり親家庭（母子、父子）が増えつつあり、ひとり親の低年齢化もあるため、支援方

法を検討する必要があります。 

○ 特に発達障害児への支援として、保育所・幼稚園等、小学校をはじめとする関係機関の

一層の連携と支援体制づくりを進める必要があります。 

 

●この分野の重点施策と達成をめざす目標（指標） 

○ 子どもの安全確保の優先と迅速な対応 

本施策は数値目標にはなじまないため、平成 29 年度を目途に次の取組を行うことを目標と 

します。 

 

これまでの児童虐待に係る相談・通告等における対応実績をもとに、より迅速で的確な対

応が図れるよう対応マニュアルを作成するとともに、関係機関との連携のためマニュアル

を共有します。 
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2-1 児童虐待防止対策の充実 

（本施策は、子ども・子育て支援事業計画の任意記載項目に該当） 

●施策の方向性 

家庭、地域、行政をはじめ、医療、教育、警察などの関係機関との連携の下、児童虐待の

未然防止、早期発見・早期対応を図る総合的・組織的な対応を図り、子どもに対する虐待の

ないまちづくりを推進します。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

  重点 

（1）子どもの安全確保

の優先と迅速な 

対応 

近年児童虐待相談件数は増加しており、緊急

対応やより高度な専門的知識が必要なケース

が増えています。 

市で相談・通告を受けたケースのうち、緊急

危険度が高いと判断される場合や子どもの保

護が必要とされる場合は、県西部子ども相談セ

ンター等と協議し対応を決定するとともに、必

要に応じて当該センターと同行訪問し、安全確

認等を行っています。 

また、虐待の初期対応においては、関係機関

から成る市児童対策協議会で情報交換や対応

の協議を行っています。 

子育て支援課 
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施 策 具体的な取組 担当課 

（2）組織的な対応及び

関係機関の連携 

児童家庭相談・児童虐待相談に対応するた

め、児童家庭相談員を複数名配置し、相談体制

の充実・強化を図っています。また、関係機関

との連携については、市児童対策協議会におい

て、県西部子ども相談センターのほか、市教育

委員会・三豊警察署等の関係機関と連携し、情

報交換や支援方法の協議等を行っています。 

今後、実務者会議や個別ケース検討会議等の

実務者レベルでの協議体制の充実を図るとと

もに、学校や民生委員児童委員、主任児童委員

等が相互に日常的に連携をとれる体制づくり

を検討していきます。 

子育て支援課 

（3）啓発活動の充実 

虐待等の問題となる要因の発生に対する予

防の観点から、イベント等での子どもの人権擁

護に関する啓発活動、広報活動に取り組みま

す。 

また、オレンジリボン運動を通じた児童虐待

防止の趣旨の啓発や相談、通告窓口の一層の周

知を図っていきます。 

子育て支援課 
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2-2 非行防止対策等の推進 

●施策の方向性 

地域全体で子どもを見守る体制と活動の充実を図りながら、家庭、学校、地域が連携し、

非行の発生防止や早期対応等、子どもの健全育成を図る地域づくりを推進します。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）非行防止対策の 

推進 

少年の健全育成を図るため、地域や警察等

の関係機関・団体と連携し、非行防止・啓発・

広報を行うとともに、毎日の街頭補導やパト

ロールの実施に努めます。 

少年育成センター 
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2-3 ひとり親家庭等への自立支援の推進 

（本施策は、子ども・子育て支援事業計画の任意記載項目に該当） 

●施策の方向性 

ひとり親家庭では、家事、子育て、生計等の負担をひとりで負うこととなるため、生活支

援や経済的自立支援等、総合的な支援が必要となります。 

ひとり親家庭それぞれの個別ニーズに応じた生活支援と経済的自立支援とともに、きめ細

かな福祉サービスを提供します。 

 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）ひとり親家庭の 

子育て支援 

年々ひとり親が増加する中、ひとり親家庭に

おける子育てと生計の二重の負担を軽減する

ことが求められています。 

保育の必要性の認定における考慮や、みとよ

ファミリー・サポート・センターの援助活動利

用料の一部補助等を実施します。 

また、ひとり親への支援について、今後も市

広報やホームページ、郵送等での周知を図って

いきます。 

子育て支援課 

（2）サポート体制の 

充実 

年々母子及び父子の就労関係相談が増えて

おり、母子・父子自立支援員による母子自立支

援プログラム策定等事業を行い、ハローワーク

との連携による個々のニーズ等に応じた就労

支援に繋ぐことで、精神的な安らぎや自立への

解決策が見いだせるよう支援します。 

また、三豊市母子福祉連合会での研修会やし

おりの作成等、ひとり親家庭への情報提供に努

めます。 

子育て支援課 

（3）ひとり親家庭等 

医療費助成事業 

ひとり親家庭等の健康保持と生活の安定に

寄与するため、医療費の一部を助成し、ひとり

親家庭等の福祉向上を図ります。 

健康課 
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施 策 具体的な取組 担当課 

（4）児童扶養手当支給

事業 

ひとり親家庭の生活の安定と自立促進が図

れるよう、手当の適正支給に努めます。 
子育て支援課 

（5）母子家庭等自立 

支援給付金事業 

母子父子家庭等の自立支援を図るため、資格

取得等のための就学等、積極的な能力開発を支

援するため、母子家庭自立支援教育訓練給付金

事業、母子家庭高等職業訓練促進給付金事業を

実施するとともに、事業の普及啓発に努めま

す。 

子育て支援課 

（6）遺児年金支給事業 

遺児（父母又はその一方を死亡等により失っ

た児童）の健全育成と児童福祉の増進を図るた

め、遺児年金支給事業を実施します。 

子育て支援課 

（7）母子父子寡婦福祉

資金貸付事業 

生活が不安定なひとり親家庭や寡婦の自立

支援と児童福祉の推進のため、無利子又は低金

利で修学資金等の貸付を実施します。 

子育て支援課 
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2-4 障害のある子どもへの施策の充実 

（本施策は、子ども・子育て支援事業計画の任意記載項目に該当） 

●施策の方向性 

障害児一人ひとりが、成長後も社会の一員として地域社会で安心して暮らすことをめざし、

関係機関との緊密な連携及び支援体制を構築し、それぞれの障害に応じた療育及び教育の充

実、義務教育への円滑な接続等、地域で支える環境づくりを推進します。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）障害児教育・保育

の充実 

保育所・幼稚園等、小・中学校で特別な支援

が必要な乳幼児・児童・生徒には、支援のため

の職員を加配するきめ細かな教育・保育を実施

しています。 

今後は、研修等の専門的な知識を得る機会を

増やし、より適切な支援ができるよう検討しま

す。 

また、県下統一のサポートファイル「かけは

し」の活用について、福祉・保健・医療・教育

等の連携を図るとともに、ライフステージを通

じて必要な支援がスムーズに受けられるよう、

利用の普及啓発に努めます。 

子育て支援課 

学校教育課 

（2）障害の早期療育 

市が委託している障害者相談支援事業所で、

受けられるサービス等の相談支援事業を実施

していきます。 

福祉課 

（3）障害児（者）の  

地域における生活

支援の充実 

障害者総合支援法に基づき、自立支援給付と

地域生活支援事業で個々の状況に応じて効果

的な支援を提供します。 

また、障害のある子どもの遊び場や保護者同

士のコミュニケーションの場を確保し、今後

も、障害児支援施設のほか関係機関等と連携を

とりながら、障害のある子どもが身近な地域社

会で安心して過ごせるよう取り組みます。 

 

福祉課 
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施 策 具体的な取組 担当課 

（4）特別児童扶養手当

支給事業 

精神又は身体に障害を有する子どもを監

護・養育している父母又は看護者に対して手当

を支給することにより、福祉の増進を図りま

す。 

福祉課 

  新規  

（5）発達障害のある  

子どもへの支援の

連携 

発達障害の早期発見や継続的な相談等の適

切な支援を行えるよう、三豊市発達障害等支援

連携会議を設置し、関係機関との緊密な連携及

び支援体制づくりを推進します。 

また、発達障害のある子どもが、保育所・幼

稚園等から小学校へ就学する際に、家庭、保育

所・幼稚園等、小学校間が連携し、安心して円

滑に義務教育に接続できるよう取り組みます。 

子育て支援課 

学校教育課 
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目標 3 安心して産み、育てることを見守る体制づくり 

安心して子どもを産み、健やかに育てるには、医療・保健分野の充実を図ることが重要で

す。妊娠・出産期から乳幼児期まで切れ目なく母子の健康を守る取組を行うとともに、その

後のライフステージの基礎となる胎児期からの生活習慣病の予防につなげる取組、安心して

医療を受けられる体制づくり等が必要となってきます。 

 

●現状と今後の視点 

（取組の現状） 

事 項 状 況 

妊婦乳幼児健康 

診査 

妊婦一般健康診査（14 回）、妊婦歯科健康診査（1 回）、乳児一般健

康診査（2 回）を医療機関で受診した場合に公費負担している。 

（乳児一般健康診査受診率 74％、妊婦歯科健康診査受診率 35％、2

歳児歯科健康診査受診率 57％：各 H25 実績） 

家庭訪問 生後 4 か月までの乳児を対象に実施しており、毎年度、ほぼすべて

の乳児家庭に対し実施できている。 

予防接種 ヒブ・小児用肺炎球菌等の定期予防接種を指定医療機関で随時実施し

ている。 

（1 回のみの予防接種の接種率は 90％以上だが、複数回接種の接種率

は 70％台） 

不妊治療対策 市独自の施策として、特定不妊治療費の一部助成（平成 18 年度～）、

一般不妊治療費の一部助成（平成 24 年度～）を実施している。 

食育の推進 保育所・幼稚園等を中心に、地区組織がおやつづくりや講話等の食育

を行っている。 

子ども医療費支給

事業 

市独自の施策として、15 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日まで

の間にある子どもの医療費の一部を助成している。 

 

 



 

   56   

（アンケート等を踏まえた分析） 

 ＜妊婦教室、離乳食講習について＞ 

就学前児童アンケートでは、妊婦教室（プレママ教室、パパママ教室）、離乳食講習の認

知度は 8 割でしたが、参加経験は 3 割程度でした。参加経験が低い背景には三世代同居率

の高さも影響していると考えられます。 

また、年齢別のクロス集計結果をみると、0～1 歳では「子育てホームヘルプ」の認知度は 5

割を超え、「子育て応援サービス券」の認知度は 8 割を超えています。0 歳の「離乳食講習会」

の利用希望は 5 割を超えています。 

【就学前児童／市の子育て支援サービスの認知度、参加経験、利用意向】 

 知っている 利用したことがある 今後利用したい 

はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

ア  プレママ教室、パパママ

教室 
81.1 15.1 25.8 67.3 22.0 64.2 

イ  離乳食講習会 80.3 14.9 35.3 58.3 26.4 59.8 

ウ  子育てホームヘルプ 42.9 53.1 1.8 88.8 20.1 66.7 

エ  子育て応援サービス券 67.3 29.3 13.5 78.0 43.3 44.2 

オ  保育所や幼稚園の園庭

等の開放 
64.9 31.6 30.5 62.1 57.8 30.0 

値は比率。網掛けは比率が多い項目。無回答は非表示 

 

＜産科・小児科の充実について＞ 

就学前児童・小学生アンケートともに「安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整

備してほしい」が特に多く、自由意見でも「市内の産科・小児科の充実」を望む意見が多

く挙げられました。また、子ども医療費支給に関する自由記載として、支給継続を望む声

が多い一方、不必要な受診の増加を危惧する意見もみられました。 

 

（今後の視点） 

○ 妊婦乳幼児健康診査は都合の良い時に受診できる医療機関健診ですが、受診率が伸び悩

んでいる状況にあります。また、予防接種も複数回接種の接種率が伸び悩んでいる状況

であり、健診受診率と予防接種率の向上を図る必要があります。 

○ 健診等で気になる子どもの相談を充実させるよう検討していくことが必要となります。 

○ 市内に小児科はなく、産科も不足している状況にあるため、対応を検討する必要があり

ます。 
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●この分野の重点施策と達成をめざす目標（指標） 

①家庭訪問 

 
現状 

（平成 25 年度） 

中間目標 

（平成 29 年度） 

最終目標 

（平成 31 年度） 

家庭訪問（乳児家庭全戸訪問事業） 

実施率 
99％ 100％ 100％ 

 

②予防接種 

 
現状 

（平成 25 年度） 

中間目標 

（平成 29 年度） 

最終目標 

（平成 31 年度） 

予防接種率 70％ 73％ 75％ 
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3-1 妊娠期から乳幼児期等の親子の健康の確保 

●施策の方向性 

子育て家庭と直接関わる乳児訪問と感染症予防に重点を置きながら、心身の変化が著しい

時期である妊娠中から出産後の育児不安や孤立感の軽減、母子の健康保持・増進への支援を

図ります。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）母子健康手帳交付

及び保健指導 

妊娠届により、妊娠早期から出産後の乳幼

児健診、予防接種について記入できる母子健

康手帳を交付します。 

妊娠届出時の保健師による面接等により、

支援が必要なハイリスク妊婦の把握と支援に

努めます。医療機関、関係機関と連携し、支

援体制の充実を図ります。 

子育て支援課 

（2）妊婦乳幼児健康 

診査 

妊婦及び乳幼児の健康の保持・増進のため、

妊婦一般健康診査、妊婦歯科健康診査、乳児

一般健康診査、2 歳児歯科健康診査を実施し、

受診率の向上に努めます。 

※第 2 編 子ども・子育て支援事業計画該

当事業 

子育て支援課 

（3）妊婦教室 

妊婦及び夫婦を対象に、妊娠中の不安を緩

和し、健やかに出産・育児に臨めるよう、「プ

レママひろば」「パパママ教室」を実施しま

す。 

妊婦同士の交流の場、仲間づくりの場とし

て参加しやすいよう、内容の充実と普及啓発

に努めます。 

子育て支援課 
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施 策 具体的な取組 担当課 

（4）妊産婦・乳幼児 

相談 

妊産婦の妊娠・出産・育児に関する不安を

緩和するため、妊娠届出時の面接、プレママ

ひろば、パパママ教室等での相談や、個別相

談、家庭訪問による相談を実施します。 

個々の相談のニーズに合った相談の体制づ

くりを検討します。 

子育て支援課 

  重点 

（5）家庭訪問 

健康状態の把握や育児相談に応じるため、

すべての赤ちゃんを対象に実施します。要支

援児、妊産婦についても、関係機関と連携を

図り、家庭訪問を実施します。 

※第 2 編 子ども・子育て支援事業計画該

当事業 

子育て支援課 

（6）乳幼児健診の充実 

疾病の早期発見、早期対応と育児支援を図

るため、乳幼児健診（4 か月、1 歳 6 か月、

3 歳）や乳児相談（10 か月）を実施します。 

支援が必要なケースの継続支援や、健診未

受診者の把握を図る等、一層の実施体制の充

実に努めます。 

子育て支援課 

（7）育児サークル 

保育所等に通っていない就学前の子どもと

その保護者が自主的に集い、気軽に相談しあ

える場として実施します。 

子育て支援課 

（8）離乳食講習 

乳児期の栄養及び食習慣の基礎を学び実践

してもらえるよう、生後 1 歳未満の子どもの

保護者を対象に、栄養士による講義・調理実

習を実施します。 

子育て支援課 

  重点 

（9）予防接種 

伝染のおそれのある疾病の発生・蔓延を予

防し、公衆衛生の向上及び増進を図るため、

定期予防接種（ヒブ・小児用肺炎球菌・四種

混合・三種混合・二種混合・不活化ポリオ・

麻しん風しん・日本脳炎・BCG・水痘）を実

施します。 

予防接種の必要性について、保護者への普

及啓発に努めます。 

子育て支援課 



 

   60   

3-2 不妊治療への支援 

●施策の方向性 

不妊治療費の助成を継続し、子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず、子どもに恵ま

れない人を支援します。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）不妊治療費助成 

事業 

不妊治療に係る経済的な支援として、特定

不妊治療費の一部助成と一般不妊治療費の一

部助成を行い、少子化対策に取り組みます。 

子育て支援課 
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3-3 食育の推進 

●施策の方向性 

地域活動を通じた家庭における正しい食習慣の実践とともに、保育所・幼稚園等、小・中

学校における食育を通じて、子どもが「食」と「ふるさと」に感謝する気持ちを育みます。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）食育の推進 

「三豊市食育推進計画」に基づき、食生活

改善推進員による地域での食育の取組等、関

係機関、地区組織等と連携しながら、草の根

的に広がりのある取組を推進します。 

また、保育所・幼稚園等、小・中学校でも

栄養教諭による指導や、農業体験等を通じた

食育を推進します。 

健康課 

子育て支援課 

学校教育課 
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3-4 生活習慣病予防対策の推進 

●施策の方向性 

「My カルテ」の普及を図り、胎児期や乳幼児期、学童期からの正しい生活習慣の定着をめ

ざします。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

  新規  

（1）My カルテの導入 

医師会、三豊市等が連携する三豊・観音寺

地区健康手帳運営会議により作成したMｙカ

ルテの普及啓発を推進します。 

胎児期からの連続した成長過程での健康に

対する意識を向上させ、生活習慣病の予防に

つなげるよう努めます。 

子育て支援課 

学校教育課 
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3-5 小児医療の充実 

●施策の方向性 

広域医療圏における救急医療体制を維持し、近隣自治体の小児医療体制とも連携しながら、

市内の小児医療体制の充実と医療給付制度の適切な実施を図り、子どもの健全な成長を支え

る小児医療の充実を進めます。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）小児医療の体制 

づくり 

本市をはじめ、全国的に小児科医が不足し

ている状態に鑑み、近隣の小児科がある初期

～三次医療機関との連携を推進するととも

に、小児医療体制の整備について検討します。 

健康課 

（2）子ども医療費支給

事業 

15 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日

までの間にある子どもの医療費の一部を助成

することにより、子どもの疾病の早期発見と

治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の

増進を図ります。 

健康課 

（3）小児医療給付制度 

子どもの慢性的な病気や障害を改善させる

ため、医療給付制度を適切に実施します。 

①未熟児療育医療費支給事業 

出生時の体重が 2,000 グラム以下又は生

活力が弱いために入院医療が必要な未熟児へ

の医療給付を行います。 

②小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業 

特定の対象疾患を持つ子どもで認定基準を

満たしていると認められた場合、必要な医療

給付を実施します。 

③自立支援医療費（育成医療）給付事業 

肢体不自由、視覚聴覚機能障害等の疾患を

持つ子どもを対象に、確実な治療効果が期待

できる医療給付を実施します。 

健康課 

福祉課 

子育て支援課 
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目標 4 仕事と生活の調和 

女性の社会進出や就労形態の多様化を受けて、子育て家庭においては、家事、子育て、仕

事を、家庭内で互いに支え合いながら担っていくことが重要になっています。 

親が子育てに喜びを感じながら子どもと向き合う時間を持つためには、子育て世代の働く

男女が仕事と子育てを両立できる体制を社会全体に浸透させるとともに、家庭生活と職業生

活の調和に関する認識を高めることが必要となってきます。 

 

●現状と今後の視点 

（取組の現状） 

事 項 状 況 

男女共同参画 男女共同参画の視点から、「仕事と家庭の両立支援」「働きやすい職場

づくり」等について、広報紙やパンフレットでの普及啓発を実施してい

る。 

企業に対する意識

啓発 

多様な働き方の実現への支援として、平成 26 年度末まで、三豊市が

んばる企業応援事業補助金交付要綱の規定に基づき、三豊市子育て応援

協定締結事業を実施する。 

仕 事 と子育ての 

両立支援のための

体制整備等の推進 

保育所、幼稚園の預かり保育、放課後児童クラブ、ファミリー・サポ

ート・センターなど、両立支援のための子育て支援の充実に取り組んで

いる。 

 

（アンケート等を踏まえた分析） 

 ＜育児休業の取得について＞ 

育児休業の取得に関する状況は、次のとおりです。 

○ 育児休業取得の割合は、就学前児童、小学生ともに「母親」3 割半ば～4 割弱、「父

親」2％未満です。（「第 1 編 第 2 章 3 世帯・就労の状況」参照） 

○ 育児休業を取得した人のうち、母親の希望は子どもが 2 歳近くになってからの仕事

への復帰ですが、実際は子どもが 1 歳頃に復帰するケースが多いことがわかりまし

た。また、職場復帰の理由は、就学前児童、小学生ともに「育児休業を取得可能な

期間の上限になったため」が最も多くなっています。 
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【就学前児童、小学生／職場復帰時期の実際と希望】 

＜就学前児童＞ 母親の職場復帰時期（平均） 父親の職場復帰時期（平均） 

実際 

↓ 

希望 

1 歳 1 か月 

↓ 

1 歳 9 か月 

0 歳 2 か月 

↓ 

0 歳 7か月 

 

＜小学生＞ 母親の職場復帰時期（平均） 父親の職場復帰時期（平均） 

実際 

↓ 

希望 

0 歳 11 か月 

↓ 

1 歳 10 か月 

0 歳 1 か月 

↓ 

0 歳 6 か月 

【就学前児童、小学生／職場復帰の理由】 

 

上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

 ＜仕事と子育ての両立に関する希望について＞ 

就学前児童・小学生アンケートともに、仕事と子育ての両立に必要な対策として「就労

時間中に子どもを保育する施設の増加」、「育児休業の充実や上司の理解などの職場環境の

整備」、「配偶者や祖父母などの家族・親族の理解と支援」が上位に挙げられました。（「第

1 編 第 2 章 4 子育てについての意識・意向等」参照） 

 

 ＜市内企業・法人での子育て支援について＞ 

市内企業・法人アンケートから、回答していただいたほぼすべての企業・法人において、

「子育て期間の短時間勤務」「子育て期間は就業時間を柔軟に対応」「就業シフトの配慮」な

どが実施されていることがわかりました。 

 

（今後の視点） 

○ 父母ともに育児休業を取得しやすい環境づくりや、事業所内保育施設の整備促進等、子

育てをしながら働きやすい環境づくりを、商工会、中小企業振興協議会等を通じて企業

に働きかける必要があります。 

○ 仕事と子育てを両立しながら働きやすい環境をつくるために、保育・子育て支援サービ

スの継続実施と充実に係る検討が必要です。 

合計 育児休業
を取得可
能な期間
の上限に
なったた
め

保育所の
入所に合
わせたタ
イミング
だったた
め

配偶者や
家族の希
望があっ
たため

人事異動
や業務の
節目の時
期に合わ
せるため

その他 特に理由
はない

無回答

418 133 72 11 95 48 21 38

100.0 31.8 17.2 2.6 22.7 11.5 5.0 9.1

12 5 0 0 0 2 2 3

100.0 41.7 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 25.0

318 101 49 11 70 43 18 26

100.0 31.8 15.4 3.5 22.0 13.5 5.7 8.2

8 1 0 0 0 1 3 3

100.0 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 37.5 37.5

就学前 母親

父親

小学生 母親

父親
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●この分野の重点施策と達成をめざす目標（指標） 

①企業に対する意識啓発 

 
現状 

（平成 25 年度） 

中間目標 

（平成 29 年度） 

最終目標 

（平成 31 年度） 

「事業所内子育て支援環境整備 

推進事業」補助金交付件数 
6 件 10 件 12 件 

※現状（平成２５年度）は、「子育て応援協定締結事業」による実績。 
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4-1 多様な働き方の実現と働き方の見直し 

（本施策は、子ども・子育て支援事業計画の任意記載項目に該当） 

●施策の方向性 

男女がともに“子育ての喜び、奥深さ”を経験し、自らの成長にもつなげることができる

よう、仕事と子育てを両立した仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のより一層

の普及に取り組みます。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）男性の働き方の見

直しと子育ての促

進 

女性の社会進出が進み、就労形態が多様化

している現状に鑑み、ワーク・ライフ・バラ

ンスの浸透や男性の育児休業の取得促進等、

男性の働き方の見直しと家庭での子育て促進

をめざし、講演会などを通じて普及啓発に取

り組みます。 

企画財政課 

子育て支援課 

（2）女性の就労支援 

依然として出産、育児等を契機に退職せざ

るを得ない女性が多く、再就職が困難であっ

たり、再就職後不安定な労働条件におかれて

いる現状に鑑み、ファミリー・フレンドリー

企業の取組の紹介等、企業への働きかけや普

及啓発に努めます。 

企画財政課 

子育て支援課 
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4-2 仕事と子育ての両立支援 

（本施策は、子ども・子育て支援事業計画の任意記載項目に該当） 

●施策の方向性 

市内企業・事業者が、より一層積極的に仕事と子育てを両立した仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）への実現に取り組むよう、関係機関と連携して効果的な支援・啓発

活動を展開します。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

  重点 

（1）企業に対する意識

啓発 

子育て家庭が仕事と子育てを両立しやすい

就労環境を整えるため、三豊市中小企業振興

協議会等とも連携を図りながら、子育てを応

援する企業を市が支援するための取組を検

討・推進します。 

産業政策課 

子育て支援課 

（2）両立支援のための

体制整備 

子育て家庭で男女がともに充実した家庭・

地域・職業生活が送れるよう、保育所等での

保育、幼稚園での預かり保育、放課後児童ク

ラブ、病児・病後児保育等、就労している保

護者の子育て支援施策を継続して実施すると

ともに、さらなる支援体制の充実に努めます。 

また、仕事と子育ての両立ができるよう、

働きやすい職場づくりをめざし、市内企業へ

の普及啓発に努めます。 

企画財政課 

子育て支援課 
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目標 5 地域における子育て支援の充実 

保護者が子育てについての第一義的責任を有するものの、子育て世代の負担感は増大して

おり、地域全体で子育てを支えていくことが重要です。 

地域や世代間の結びつきが比較的強い本市の状況に鑑み、地域の社会資源の発掘や相互の

連携強化等を通じて、子育てをしやすい地域づくりが必要となってきます。 

 

●現状と今後の視点 

（取組の現状） 

事 項 状 況 

ファミリー・サポー

ト・センター事業 

子育ての手伝いをしたい人とそれを依頼したい人が、それぞれ会員と

なり、地域で有償ボランティアとして子育ての助け合いを行っている。 

（H25 実績 提供会員 210 人、依頼会員 536 人、両方会員 34 人） 

子育てホーム  

ヘルプ事業 

市単独事業として、産前 2 か月から産後 6 か月の間、利用希望のあ

った家庭にヘルパーを派遣し、家事援助・保育補助を行っている。 

（H25 実績 活動件数 62 件） 

地域子育て支援 

拠点事業 

地域子育て支援センター（高瀬、豊中、仁尾）、つどいの広場（詫間、

三野（週 1 回）、山本（週 2 回））で、親子の交流を図るとともに、子

育てに関する悩み相談・講習等を実施している。 

（H25 実績 センター利用 27,243 人、ひろば利用 9,373 人） 

一時預かり事業 豊中保育所及びチャイルドハウスみとよ、すくすくへの委託により、

保護者の疾病等で一時的な保育が必要な子どもへの保育を実施してい

る。（H25 実績 保育所 689 人、委託実施 2,297 人） 

幼稚園での預かり

保育 

市内全園で、降園時間後及び長期休業時に、18 時までの預かり保育

を実施している。（H25 実績 68,521 日（延利用日数）） 

放課後児童健全 

育成事業 

市内 23 か所（うち 6 か所は委託）で、放課後児童クラブを実施する

とともに、四国学院大学への放課後児童指導員研修を委託して資質向上

に努めている。（H25 実績 登録者数 983 人） 
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（アンケート等を踏まえた分析） 

 ＜子育て支援施策への評価について＞ 

就学前児童アンケートから、子育て支援に関して次のことがわかりました。 

○ 子育ての悩みや不安について、「自分の時間が十分にもてない」「子育てにかかる経

済的な負担が大きい」を上位に挙げています。 

○ 現在の子育て支援サービスに対して一定の評価をしています。（「第 1 編 第 2 章 

4 子育てについての意識・意向等 ③」参照） 

○ 市の子育て支援への期待について、「保育所や幼稚園等にかかる費用を軽減してほし

い」「幼稚園の 3 歳児の預かり保育をしてほしい」「延長保育・夜間保育・休日保育

のサービスをしてほしい」を上位に挙げています。（「第 1 編 第 2 章 4 子育てに

ついての意識・意向等 ⑤」参照） 

【就学前児童／子育てに関する悩みや気にかかること】 

 大
い
に
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

あ
ま
り
思
わ
な
い 

ほ
と
ん
ど
思
わ
な
い 

ア 子どもの病気や発育・発達のことに心配

がある 
8.8 23.8 15.6 28.5 22.5 

イ 子どもの食事、栄養、食物アレルギーの

ことに心配がある 
8.2 28.1 13.6 25.9 23.8 

ウ 子どもの勉強や進学のことに心配が 

ある 
9.6 21.6 25.5 24.7 18.1 

エ 子どもの友だち関係に心配がある 9.1 22.2 23.1 25.7 19.3 

オ 子どもとの時間を十分もてない 11.1 21.7 16.5 26.6 23.5 

カ 育児やしつけの方法がよくわからない 5.3 19.2 33.9 28.9 12.2 

キ 子どもとの接し方に自信が持てない 3.0 12.2 23.8 35.2 25.4 

ク 配偶者の協力が少ない 5.8 13.1 20.6 28.5 29.9 

ケ 子育てにかかる経済的な負担が大きい 15.9 26.4 25.3 22.0 9.9 

コ 自分の時間が十分にもてない 22.5 32.3 21.0 16.6 7.0 

サ 子育ての仲間がいない 4.4 11.1 19.0 35.0 30.0 

シ 子どもの親同士の交流が少ない 7.4 19.1 24.7 28.4 19.8 

ス 仕事が十分にできない 8.7 18.6 25.7 26.2 20.1 

数値は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示。無回答は非表示 
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 ＜放課後児童クラブについて＞ 

小学生アンケートでは、放課後児童クラブの満足度が高いことがわかりました。また、放

課後児童クラブの利用希望は小学 1～3 年生では 3～4 割ですが、4 年生からは低くなっ

ています。 

【小学生／放課後児童クラブの満足度】 

項目 満足 ほぼ満足 やや不満 不満 

ア 施設・環境 34.9 45.6 12.8 4.1 

イ 開室・閉室時間 38.5 43.1 9.2 7.2 

ウ 職員などの配置状況（人員体制） 32.8 51.3 11.3 3.1 

エ 子どもへの接し方・指導 34.4 45.6 13.8 4.1 

オ 行事 40.0 51.8 5.1 1.0 

カ おやつ 38.5 49.7 9.2 0.0 

キ 病気やケガのときの対応 33.8 56.4 3.6 4.1 

ク 保護者への情報伝達 33.8 56.4 3.6 4.1 

ケ 悩み事などへの相談対応 34.4 48.2 11.8 4.1 

コ 保護者の要望・意見への対応 28.7 53.8 11.3 4.1 

サ 利用者間のネットワークづくり（保護者会） 25.1 59.5 8.2 5.6 

シ 安全・衛生対策 15.4 59.5 15.9 3.6 

ス 保育料 26.7 54.9 12.3 4.6 

数値は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示。無回答は非表示 

【小学生／放課後の過ごさせ方の希望】 

 

上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

合計 自宅 祖父母宅
や友人・
知人宅

習い事 児童館 放課後児
童クラブ
（学童保
育）

ファミ
リー・サ
ポート・
センター

その他
（公民
館、公園
など）

無回答

1039 690 197 459 42 218 18 55 120

100.0 66.4 19.0 44.2 4.0 21.0 1.7 5.3 11.5

127 68 23 49 5 55 1 8 12

100.0 53.5 18.1 38.6 3.9 43.3 0.8 6.3 9.4

125 68 26 55 9 51 6 9 11

100.0 54.4 20.8 44.0 7.2 40.8 4.8 7.2 8.8

146 96 32 76 8 44 4 10 12

100.0 65.8 21.9 52.1 5.5 30.1 2.7 6.8 8.2

196 128 30 93 7 40 1 7 23

100.0 65.3 15.3 47.4 3.6 20.4 0.5 3.6 11.7

218 165 48 100 8 17 4 15 24

100.0 75.7 22.0 45.9 3.7 7.8 1.8 6.9 11.0

225 164 37 85 5 11 2 5 37

100.0 72.9 16.4 37.8 2.2 4.9 0.9 2.2 16.4

全体

小学1年生

小学2年生

小学3年生

小学4年生

小学5年生

小学6年生
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 ＜病児・病後児保育について＞ 

子ども・子育て会議では、「病児・病後児保育のニーズは高いが利用実績は少ない。要因

として市外の三豊総合病院が遠いため、利用を控えている可能性がある」という意見が挙

げられました。 

 

（今後の視点） 

○ 多様化する保育ニーズに対応する子育て支援事業の提供体制を計画的に確保する必要が

あります。 

○ 仕事をしながら病気の子どもをみる保護者の利便性の向上を図るため、市内での病児・

病後児保育の提供体制を検討する必要があります。 

○ 「自分の時間が十分にもてない」「子育てにかかる経済的な負担が大きい」という意見に

対する検討が必要です。（注：「子育てにかかる経済的な負担」に対する取組は、「目標 1 

1-3 経済的な負担の軽減」に記載しています。） 

○ 多様な提供主体が参入する場合、事故防止や食物アレルギー対策、感染症対策をはじめ、

サービスの質の確保に取り組む必要があります。 

 

 

●この分野の重点施策と達成をめざす目標（指標） 

① 子育てホームヘルプ事業 

 
現状 

（平成 25 年度） 

中間目標 

（平成 29 年度） 

最終目標 

（平成 31 年度） 

利用件数 62 件 100 件 120 件 

 

② ファミリー・サポート・センター事業 

③ 地域子育て支援拠点事業 

④ 一時預かり事業 

⑤ 放課後児童クラブ 

上記②～⑤の目標は、需要と供給の数値目標として、「第 2 編 子ども・子育て支援事業計

画」に掲載します。 
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5-1 地域における子育て支援サービスの充実 

●施策の方向性 

子どもの視点を第一に考えながら、子どもの成長・発達に重要となる身近な地域での幅広

い交流とともに、利用者のニーズに応じた子育て支援サービスの充実を図ります。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

  重点 

（1）ファミリー・サポ

ート・センター 

事業 

地域で育児の援助を受けたい人（おねがい

会員）と援助したい人（まかせて会員）が会

員となり、子どもの保育所等への送迎や一時

預かり等を行い、地域の中で助け合って子ど

もを育みます。まかせて会員のさらなる確保

に努めるとともに、提供体制や制度内容等の

充実を図れるよう検討します。 

※第 2 編 子ども・子育て支援事業計画該

当事業 

子育て支援課 

  重点 

（2）子育てホーム  

ヘルプ事業 

産前・産後期の家庭に子育てホームヘルパ

ーを派遣し、家事援助や育児援助を行うこと

で、子育て家庭の負担軽減をはかるとともに、

家庭の養育力の育成・向上を支援します。今

後は、一層の普及啓発に努めます。 

子育て支援課 

  重点 

（3）地域子育て支援 

拠点事業 

子育て中の親子が気軽に集い、交流するこ

とで、育児への不安を解消すること等を目的

として、地域子育て支援センター及びつどい

の広場を実施します。つどいの広場の市域南

部での拠点開設を検討・推進します。 

※第 2 編 子ども・子育て支援事業計画該

当事業 

子育て支援課 
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施 策 具体的な取組 担当課 

  新規  

（4）利用者支援事業 

子ども・子育て支援新制度の実施により、

益々子育て支援サービスが多様化する中、

個々の保護者のニーズに応じたサービスを提

供できるようにするため、それぞれの状況に

ふさわしいサービスを選択して円滑に利用で

きるよう、地域子育て支援拠点等における利

用者支援事業の実施を検討・推進します。 

※第 2 編 子ども・子育て支援事業計画該

当事業 

子育て支援課 

（5）児童館における 

交流 

子ども会等の地域組織、学校、関係機関等

と連携しながら、異年齢の子どもたちの交流

や地域住民の交流を図ります。 

人権課 

子育て支援課 

（6）育児支援家庭訪問

事業 

家庭訪問（乳児家庭全戸訪問事業）と連携

して、支援が必要な乳児や家庭に対して、必

要に応じて訪問を実施しています。今後は、

支援体制の充実に向けて取り組みます。 

子育て支援課 

  新規  

（7）養育支援訪問事業 

要支援児童、特定妊婦、要保護児童など、

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護

者の育児、家事等の養育能力を向上させるた

めの支援（相談支援、育児・家事援助など）

を行う事業を実施します。 

※第 2 編 子ども・子育て支援事業計画該

当事業 

子育て支援課 

（8）世代間交流・地域

開放の促進 

保育所・幼稚園等において、中学生や高校

生の職業体験や地域住民との里山登山体験、

老人会との交流等、積極的に地域での世代間

交流に取り組みます。 

また、降園後に親子で遊ぶ場や保護者同士

の交流の場としての園庭開放や、地域の公共

施設等におたよりを掲示する等、地域開放や

地域交流を推進します。今後は、園庭開放で

の安全利用のための取組を検討します。 

子育て支援課 

学校教育課 
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施 策 具体的な取組 担当課 

  重点 

（9）一時預かり事業 

保護者の短時間就労や心身の負担の解消等

のため、一時的・緊急的な保育が必要となる

場合の一時預かりを行います。今後は、市域

南部での一時預かりの体制について検討・推

進するとともに、実施箇所数の増や預かり時

間の拡大等についても検討します。 

また、幼稚園の通常の教育とは別に、保育

が必要な在園児に対する預かり保育を継続し

て実施します。保育の質の充実に取り組みま

す。 

※第 2 編 子ども・子育て支援事業計画該

当事業 

子育て支援課 

学校教育課 

（10）病児保育事業 

  （病児・病後児保育） 

病気の回復期にある乳幼児・児童の一時的

な預かりを病院・保育所等で実施し、保護者

の仕事と子育ての両立を支援します。今後は、

サービス実施の箇所数の充実について検討・

推進します。 

※第 2 編 子ども・子育て支援事業計画該

当事業 

子育て支援課 

（11）子育て短期支援 

事業 

保護者が病気や仕事、育児疲れ等で一時的

に子どもの養育が困難になったとき等に、児

童福祉施設等で生活指導や食事の提供等の保

育を行います。サービスを必要とする人のた

めの普及啓発に努めます。 

※第 2 編 子ども・子育て支援事業計画該

当事業 

子育て支援課 
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5-2 子どもの健全育成の推進 

●施策の方向性 

地域において、平日や休日に子どもたちが主体的に活動する様々な機会の充実を図り、子

どもが責任をもって自立的に行動できる力を育む環境づくりを進めます。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

  重点 

（1）放課後児童クラブ 

保護者が就労や疾病等により、昼間に児童

を保育することができない場合に、放課後及

び長期休業中の放課後児童クラブを実施し、

児童の健全育成を図ります。研修や指導によ

る保育の質の向上や、保育環境の向上に努め

ます。 

※第 2 編 子ども・子育て支援事業計画該

当事業 

子育て支援課 

（2）健全育成の環境 

づくり 

家庭・学校・福祉・警察等の関係機関や地

域住民とも連携しながら、各種ふれあい活動

や講演会等を通して、子どもの健全育成を推

進します。 

少年育成センター 

（3）地域の人材育成の

推進 

子ども会活動やジュニア・リーダーによる

野外活動・レクリエーション等の活動を通じ

て、子どもが主体的・自立的に行動できる力

を育み、ひいては地域で活躍する児童の中の

リーダー育成につなげます。 

現在、ジュニア・リーダーは地域による偏

在がありますが、全市的なジュニア・リーダ

ーの育成をめざします。 

生涯学習課 
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目標 6 安心・安全な子育てを支える地域づくり 

子どもを安心して産み育てられる地域づくりのためには、住環境、道路・交通環境の整備

や、子どもの安全を確保するための交通安全対策等が必要となってきます。 

 

●現状と今後の視点 

（取組の現状） 

施 策 具体的な取組 

良質な住宅の確保 市営住宅の建替えに際しては、災害対策やバリアフリー等を

考慮した居住環境の整備を推進している。 

良好な居住環境の確保 安全確保のため、公園施設等の定期的な遊具点検を行い、老

朽化している場合は補修を行っている。 

通学路は関係機関と安全点検を行い、危険箇所についてはそ

れぞれの機関が迅速に対処している。 

子育てバリアフリー化 公共施設等の建築計画においてバリアフリー化の推進（エレ

ベーターや多目的トイレ、ベビーコーナー（子どもの授乳やお

むつ替えをする場所）の設置等）に努めている。 

安全・安心まちづくりの 

推進 

市内各自治会等からの防犯灯設置要望に基づき新規設置、修

繕等を行い、通学路の安全確保等に努めている。 

子どもを犯罪等の被害から

守るための活動の推進 

安全安心パトロール隊による下校時の巡回、子ども地域安全

見守り隊による登下校時の見守り、補導員による補導活動、「子

ども SOS の家」の設置等を進める。 

交通安全教室の推進 市内の保育所・幼稚園、小・中学校を対象に交通安全教室を

実施している。 

警察や交通指導員、地域ボランティア等と連携し、特に新入

生に対して交通安全教育を行っている。 
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（アンケート等を踏まえた分析） 

 ＜地域住民と子どもの関わりについて＞ 

就学前児童・小学生アンケートから、近所づきあいの程度に地区によって差があること、

また、近所や地域に対して「子どもが危険な目に遭いそうなときは手助けや保護をしてほ

しい」「子どもが良くないことをしているのを見かけたときは、注意してほしい」「出会っ

たときに声をかけあうなど、子どもにかかわってほしい」と望んでいることがわかりまし

た。（「第 1 編 第 2 章 4 子育てについての意識・意向等 ④」参照） 

 

 ＜生活環境について＞ 

安心して外出できる環境について、就学前児童・小学生ともに「なっていると思わない」

の割合が 4 割強～4 割半ばで、「思う」割合を上回りました。また、自由意見では「道路

環境」「公園整備」の意見が多く、中でも「子どもが安全に遊べる公園等施設の整備」の要

望が多く挙げられました。 

【就学前児童、小学生／子どもや親が安心して外出できる環境の評価】 

 

上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

＜地域の防犯活動について＞ 

地域の防犯活動について、就学前児童・小学生ともに、「できていると思わない」の割合

が 4 割前後で、「思う」割合を上回りました。 

【就学前児童、小学生／地域防犯活動の評価】 

 

上段は回答者数、下段は比率。網掛けは各項目の第 1 位表示 

 

 

合計 そう思う どちらか
というと
思う

どちらと
もいえな
い

どちらか
というと
思わない

思わない 無回答

1124 41 190 404 288 194 7

100.0 3.6 16.9 35.9 25.6 17.3 0.6

1039 31 187 342 288 187 4

100.0 3.0 18.0 32.9 27.7 18.0 0.4

就学前

小学生

合計 そう思う どちらか
というと
思う

どちらと
もいえな
い

どちらか
というと
思わない

思わない 無回答

1124 51 189 400 283 195 6

100.0 4.5 16.8 35.6 25.2 17.3 0.5

1039 63 243 322 259 149 3

100.0 6.1 23.4 31.0 24.9 14.3 0.3

就学前

小学生
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（今後の視点） 

○ 子育て世代が利用する公共施設やスーパーマーケット等にベビーコーナーが少なく、「子

育てバリアフリー化」を推進する必要があります。 

○ 保護者の評価を踏まえ、安心して外出しやすい環境づくりのための取組を検討する必要

があります。 
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6-1 生活環境の整備 

●施策の方向性 

公共施設、道路、住宅などの事業とともに、民間事業者にも働きかけながら、生活環境の

バリアフリー化（ユニバーサルデザイン化）と安全性の向上に努めます。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）良好な居住環境の

整備 

「三豊市市営住宅ストック総合活用計画」

及び「三豊市市営住宅長寿命化計画」に基づ

き、市営住宅建替えの検討時には、災害対策

やバリアフリー等を考慮に入れ、子育て世帯

が安心して居住できる環境の整備を実施し

ます。 

また、公園等が子どもの遊び場や交流・憩

いの場として適切に利用できるよう、利用状

況を把握しつつ、遊具の点検や修繕を行い、

既存施設の整備を図っていきます。 

住宅課 

施設管理課 

（2）安全な道路交通 

環境の整備 

道路整備に当たっては、災害時への対応や

バリアフリー化、環境・景観の保全等に配慮

し、環境と人にやさしい道づくりを進めま

す。 

幹線道路の歩道整備計画を進めるととも

に、通学路における危険箇所の解消に取り組

みます。 

建設課 

（3）「子育てバリアフ

リー」の推進 

子育て家庭の親子が利用する公共施設や

スーパーマーケット等の新築や増改築の計

画があることが分かった場合には、ベビーコ

ーナーの設置について働きかけます。 

公共施設の新築、増改築時には、段差のな

い床等、バリアフリーに配慮した施設づくり

を実施するとともに、既存の公共施設等、親

子の集う場所へのおむつ交換台の設置に取

り組みます。 

建築課 

子育て支援課 
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6-2 安全・安心な地域づくりの推進 

●施策の方向性 

保育所・幼稚園等、小・中学校、警察などの関係機関との連携、地域住民、地域団体と連

携協力し、子どもたちが安心して学び、遊ぶことのできる地域環境の向上を図ります。 

●推進施策 

施 策 具体的な取組 担当課 

（1）子どもが被害に 

遭わないための 

まちづくり 

地域住民による安全安心パトロール隊や

子ども地域安全見守り隊の活動を実施して

いますが、住民参加の地域偏在があるため、

参加者の促進に努めます。また、夜間の犯罪

を未然に防止し、通学路等の通行の安全を図

るため防犯灯の設置・維持管理を実施しま

す。 

子どもが 1 日の大半を過ごす場である教

育・保育施設については、安全で豊かな環境

を確保することが不可欠であるため、施設に

ついては非構造部材も含めた耐震化を図る

とともに、命を守るための防災訓練を実施し

ます。また、学校遊具を安心して利用できる

よう、点検・修理を実施します。 

総務課 

子育て支援課 

教育総務課 

学校教育課 

少年育成センター 

（2）交通安全教育の 

推進 

市内の保育所・幼稚園等、小・中学校の幼

児・児童・生徒を対象に交通安全教室を実施

します。警察署や交通指導員、地域ボランテ

ィア等と連携し、幼児・児童・生徒に対して

交通安全教育を行います。 

総務課 

子育て支援課 

学校教育課 

（3）チャイルドシート

の着用推進 

自動車走行中の子どもの安全を確保する

ため、警察等と連携した保育所・幼稚園等に

おける啓発・指導を行う等、チャイルドシー

ト着用を啓発し、着用率の向上を図ります。 

総務課 
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第 2編 子ども・子育て支援事業計画 

第 1章 事業計画の基本事項 

1 事業計画の概要 

 

① 新制度の目的 

○ 本計画は、乳幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する

ために制定された 3 つの法律（子ども・子育て関連 3 法（平成 24 年 8 月 22 日公布））

に基づく新たな制度であり、平成 27 年度（平成 27 年 4 月）から施行されます。 

 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号） 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する

法律（平成 24 年法律第 66 号）（いわゆる「認定こども園法の一部改正法」） 

 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 24 年法

律第 67 号）（上記に２法に伴う児童福祉法ほかの改正） 

 

 平成 27年 4月 施行（新制度スタート）  

 

②子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の概要 

○ 市町村は、ニーズを見ながら「ア 子ども・子育て支援給付」と「イ 地域子ども・子

育て支援事業」を実施します。 

ア 子ども・子育て支援給付（3つの給付） 

種類 対象事業 

（ア）施設型給付（※） 幼稚園、保育所、認定こども園 

（イ）地域型保育給付（※） 家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 

（ウ）児童手当 中学校卒業までの児童の養育者に対する現金給付 

※は、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づく保育の必要性を認定（支給認定）した上で給付

する。認定区分は以下のとおり。（子ども・子育て支援法 19 条） 

区分 年齢 認定区分 主な利用施設 

1 号認定 3～5歳 教育標準時間認定 幼稚園、認定こども園 

2 号認定 3～5歳 保育認定 保育所、認定こども園 

3 号認定 0～2歳 保育認定 保育所、認定こども園、地域型保育 
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イ 地域子ども・子育て支援事業（13事業） 

① 利用者支援事業 

② 地域子育て支援拠点事業 

③ 妊婦健康事業 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑤ 養育支援訪問事業 

⑥ 子育て短期支援事業 

（ショートステイ、トワイライトステイ） 

⑦ 一時預かり事業 

⑧ 延長保育事業 

⑨ 病児保育事業（病児・病後児保育） 

⑩ 子育て援助活動支援事業 

（就学児対象のファミリー・サポート・

センター事業） 

⑪ 放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬ 本制度への多様な主体の参入を促進する

事業 

 

③市町村子ども・子育て支援事業計画の記載規定 

○ 事業計画に記載する事項は、子ども・子育て支援法において「必須記載事項」と「任意

記載事項」が規定されています。（子ども・子育て支援法第 61 条第 2 項・第 3 項） 

○ 本計画では、子ども・子育て支援の包括的な推進をめざし、「必須記載事項」「任意記載

事項」ともに定めます。 

【必須記載事項】 

項目 内容 

（１）教育・保育提供区域の設定 教育・保育提供区域の設定の趣旨及び内容、各教育・保育提供区域の

状況等を定めること。 

（２）各年度における教育・保育

の量の見込み並びに実施し

ようとする教育・保育の提供

体制の確保の内容及びその

実施時期 

一 各年度における教育・保育の量の見込み 

各年度における市町村全域及び各教育・保育提供区域について、認

定区分ごとの教育・保育の量の見込み（満3歳未満の子どもについては

保育利用率を含む。）を定め、その算定に当たっての考え方を示すこ

と。 

二 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施

時期 

認定区分ごと及び特定教育・保育施設（特定教育・保育施設に該当

しない幼稚園を含む）又は特定地域型保育事業の区分ごとの提供体制

の確保の内容及びその実施時期を定めること。 

（３）各年度における地域子ど

も・子育て支援事業の量の見

込み並びに実施しようとす

る地域子ども・子育て支援事

業の提供体制の確保の内容

及びその実施時期 

一 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

各年度における市町村全域及び各教育・保育提供区域について、地

域子ども・子育て支援事業の種類ごとの量の見込みを定め、その算定

に当たっての考え方を示すこと。 

二 実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の

内容及びその実施時期 

地域子ども・子育て支援事業の種類ごとの提供体制の確保の内容及

びその実施時期を定めること。 

（４）子ども・子育て支援給付に

係る教育・保育の一体的提供

及び当該教育・保育の推進に

関する体制の確保の内容 

①認定こども園の普及に係る基本的考え方等を定めるほか、②教

育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割、提供の必要性等に

係る基本的考え方及びその推進方策、③地域における教育・保育施設

及び地域型保育事業を行う者の連携並びに幼稚園、保育所及び認定こ

ども園と小学校等との連携の推進方策を定めること。 
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【任意記載事項】 

項目 内容 

（１）市町村子ども・子育

て支援事業計画の理念

等 

市町村子ども・子育て支援事業計画に係る法令の根拠、基本理念、目的

等を記載すること。 

※第 1編 第 3章に掲載 

（２）産後の休業及び育児

休業後における特定教

育・保育施設等の円滑な

利用の確保に関する事

項 

育児休業満了時（原則1歳到達時） からの特定教育・保育施設又は特定

地域型保育事業の利用を希望する保護者が、育児休業満了時から利用でき

るような環境を整えることが重要であることに留意しつつ、産前・産後休

業、育児休業期間中の保護者に対する情報提供や相談支援等、特定教育・

保育施設又は特定地域型保育事業の計画的な整備等、各市町村の実情に応

じた施策を定めること。 

（３）子どもに関する専門

的な知識及び技術を要

する支援に関する都道

府県が行う施策との連

携に関する事項 

児童虐待防止対策の充実、母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進、障

害児施策の充実等について、都道府県が行う施策との連携に関する事項及

び各市町村の実情に応じた施策を定めること。 

※第 1編 第 4章に掲載（2-1、2-3、2-4） 

（４）労働者の職業生活と

家庭生活との両立が図

られるようにするため

に必要な雇用環境の整

備に関する施策との連

携に関する事項 

仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び仕事と子育ての両

立のための基盤整備について、各市町村の実情に応じた施策を定めること。 

※第 1編 第 4章に掲載（4-1、4-2） 

（５）市町村子ども・子育

て支援事業計画の作成

の時期 

市町村子ども・子育て支援事業計画の作成の時期を定めること。 

※第 1編 第 1章に掲載 

（６）市町村子ども・子育

て支援事業計画の期間 

市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（5年間）を定めること。 

※第 1編 第 1章に掲載 

（７）市町村子ども・子育

て支援事業計画の達成

状況の点検及び評価 

各年度における市町村子ども・子育て支援事業計画の達成状況を点検及

び評価する方法等を定めること。 

※第 1編 第 3章に掲載 

 

2 事業計画の位置づけ 

○ 本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条第 1 項に基づく「市町村子ども・子育て支援

事業計画」であるとともに、第 1 編 次世代育成支援行動計画の「目標 1 子どもが健

やかに育つ環境づくり 1-2 教育・保育サービス及び環境の整備」及び「目標 5 地域

における子育て支援の充実 5-1 地域における子育て支援サービスの充実」の事業計

画として位置づけます。 
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第 2章 教育・保育提供区域の設定 

 

1 教育・保育提供区域の定義 

 

○ 教育・保育提供区域は、子ども・子育て支援法における教育・保育を提供する基礎とな

る市町村内の区域です。（子ども・子育て支援法第 61 条第 2 項） 

○ 教育・保育提供区域は、保護者や子どもが居宅から容易に移動することが可能な区域を

基本に、地理的条件、人口、交通事情などの社会的条件、教育・保育の整備状況などを

総合的に勘案した上で、市町村が独自に設定します。 

○ 教育・保育提供区域は、本市において、地域ニーズに応じたサービスを計画的に提供す

る（最適な需給バランスを図る）ための基礎的な範囲になります。 

○ 運用にあたっては、次の事項が定められています。 

1 教育・保育提供区域は、教育・保育給付に共通の区域設定が基本。 

ただし、施設状況や利用実態に応じて、「子どもの認定区分ごとの設定」「地域子ど

も・子育て支援事業ごと（13 事業のうち、11 事業）の設定」も可能。 

2 教育・保育提供区域は、教育・保育施設や地域型保育事業を認可する際の需給調整の

判断基準となる。 

各提供区域の中で供給が不足する区域がある場合、その区域内に認可基準を満たす

申請があれば、原則、認可しなければならない（※）。 

 

※①認定こども園、保育所については、社会福祉法人、学校法人以外の者に対しては、

客観的な認可基準への適合に加えて、経済的基礎、社会的信望、社会福祉事業の知

識や経験に関する要件を満たすことを求める。②その上で、欠格事由に該当する場

合や、供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとする。 

3 施設や事業の利用は、提供区域内での利用を原則として想定。 

ただし、区域外の施設・事業の利用も可能。 
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2 教育・保育提供区域の設定 

 

認定区分（1 号、2 号、3 号）ごとの教育・保育提供区域と、地域子ども・子育て支援事業

（区域設定の必要な 11 事業）の提供区域を、次のとおり設定します。 

 

認定区分 区域設定 考え方 

1 号認定（3～5歳） 

中学校区の 7区域 

（基本型） 

学校の適正規模・適正配置等を検討

した際の考え方との整合性と同時に、

利用しやすさの視点とニーズに応じ

た施設配置を円滑に行う提供体制の

視点の両方を勘案した上で、距離的に

も交通事情でも、保護者や子どもが居

宅から容易に移動できる中学校区（旧

町単位）の「7区域」とする。 

2 号認定（3～5歳） 

3 号認定（0歳、1～2歳） 

 

地域子ども・子育て支援事業 提供区域 区域設定の考え方 

① 利用者支援事業   

② 地域子育て支援拠点事業   

③ 妊婦健診事業   

④ 乳児家庭全戸訪問事業 市内全域 
現状の提供体制、利用状況を踏まえ、  

市内全域とする。 

⑤ 養育支援訪問事業   

⑥ 子育て短期支援事業（ショートス

テイ、トワイライトステイ） 
  

⑦ 一時預かり事業   

⑧ 延長保育事業 7 区域 
通常利用する施設等での利用が想定

されるため、基本型とする。 

⑨ 病児保育事業（病児・病後児保育） 市内全域 
現状の提供体制、利用状況を踏まえ、  

市内全域とする。 

⑩ 子育て援助活動支援事業（就学児

対象のファミリー・サポート・セ

ンター事業） 

  

⑪ 放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 
小学校区 

現状どおり、各小学校を基本として実

施する。 
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第 3章 事業計画 

 

1 教育・保育に係る量の見込み、提供体制の確保、実施時期 

計画期間の「幼児期の学校教育・保育の量の見込み（保育利用率を含む）」、教育・保育施設

及び地域型保育事業による提供体制及び実施時期を定めます。 

 

①高瀬町区域 （単位：人） 

   H27     H28   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
140 113 97 123 40 142 113 98 121 40 

②確保方策（提供体制） 300 55 110 35 300 55 110 35 

③過不足（②-①） 47 ▲42 ▲13 ▲5 45 ▲43 ▲11 ▲5 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 55% 35%  56% 36% 

 

   H29     H30   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
137 109 95 119 40 133 107 92 123 39 

②確保方策（提供体制） 300 80 120 40 300 80 120 40 

③過不足（②-①） 54 ▲15 1 0 60 ▲12 ▲3 1 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 57% 37%  61% 38% 

 

   H31   

 1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
129 102 89 116 39      

②確保方策（提供体制） 300 80 120 40      

③過不足（②-①） 69 ▲9 4 1      

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 59% 39%      

※1 号における「教育希望」は家庭の状況等から保育が必要ではなく、幼稚園の利用を希望している人、「保育

必要」は家庭の状況等から保育が必要であるものの、幼稚園の利用を希望している人を指す。 
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 ＜確保方策（提供体制）＞ 

○ 就学前教育・保育の提供体制は、施設型給付（幼稚園、保育所）を中心に確保します。 

○ 1 号認定（保育）（※保護者の状況をみると保育が必要だが、幼稚園の利用を希望する人）

については、幼稚園の定員でニーズを確保します。 

○ 平成 29 年度からは、1～2 歳及び 3 歳以上の必要利用定員総数を充足するよう、保育の

受入人数の増加を図るとともに、区域を超えた受入れや幼稚園の預かり保育により、保

育の必要量を確保していきます。 
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②山本町区域 （単位：人） 

   H27     H28   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
52 36 67 62 15 53 37 68 59 14 

②確保方策（提供体制） 140 40 65 15 140 40 65 15 

③過不足（②-①） 52 ▲27 3 0 50 ▲28 6 1 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 60% 43%  59% 41% 

 

   H29     H30   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
51 35 65 58 13 50 33 63 58 12 

②確保方策（提供体制） 70 110 65 15 70 110 65 15 

③過不足（②-①） 19 10 7 2 20 14 7 3 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 60% 39%  62% 38% 

 

   H31        

 1 号  2 号 3 号       

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

 
    

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
48 33 62 54 11      

②確保方策（提供体制） 70 110 65 15      

③過不足（②-①） 22 15 11 4      

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 60% 35%      

 

 ＜確保方策（提供体制）＞ 

○ 就学前教育・保育の提供体制は、施設型給付（幼稚園、保育所、認定こども園）を中心

に確保します。 

○ 1 号認定（保育）（※保護者の状況をみると保育が必要だが、幼稚園の利用を希望する人）

について、平成 28 年度までは幼稚園の定員でニーズを確保し、平成 29 年度からは新た

に整備する認定こども園の定員でニーズを確保します。 
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③三野町区域 （単位：人） 

   H27     H28   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
102 84 53 101 22 103 84 53 97 23 

②確保方策（提供体制） 210 40 95 25 210 40 95 25 

③過不足（②-①） 24 ▲13 ▲6 3 23 ▲13 ▲2 2 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 65% 31%  65% 34% 

 

   H29     H30   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
99 83 52 95 24 97 79 50 96 26 

②確保方策（提供体制） 210 40 95 25 210 40 95 25 

③過不足（②-①） 28 ▲12 0 1 34 ▲10 ▲1 ▲1 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 66% 37%  69% 41% 

 

   H31        

 1 号  2 号 3 号       

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

 
    

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
93 77 49 88 28      

②確保方策（提供体制） 210 40 95 25      

③過不足（②-①） 40 ▲9 7 ▲3      

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 66% 46%      

 

 ＜確保方策（提供体制）＞ 

○ 就学前教育・保育の提供体制は、施設型給付（幼稚園、保育所）を中心に確保します。 

○ 1 号認定（保育）（※保護者の状況をみると保育が必要だが、幼稚園の利用を希望する人）

については、幼稚園の定員でニーズを確保します。 

○ 区域を超えた受入れや幼稚園の預かり保育により、保育の必要量を確保していきます。 
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④豊中町区域 （単位：人） 

   H27     H28   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
95 162 11 90 20 96 164 11 87 22 

②確保方策（提供体制） 270 0 95 25 270 0 95 25 

③過不足（②-①） 13 ▲11 5 5 10 ▲11 8 3 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 56% 28%  56% 29% 

 

   H29     H30   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
93 158 11 85 23 90 155 10 86 23 

②確保方策（提供体制） 270 0 95 25 270 0 95 25 

③過不足（②-①） 19 ▲11 10 2 25 ▲10 9 2 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 57% 31%  59% 32% 

 

   H31        

 1 号  2 号 3 号       

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

 
    

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
87 149 10 79 24      

②確保方策（提供体制） 270 0 95 25      

③過不足（②-①） 34 ▲10 16 1      

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 56% 35%      

 

 ＜確保方策（提供体制）＞ 

○ 就学前教育・保育の提供体制は、施設型給付（幼稚園、保育所）を中心に確保します。 

○ 1 号認定（保育）（※保護者の状況をみると保育が必要だが、幼稚園の利用を希望する人）

については、幼稚園の定員でニーズを確保します。 

○ 2 号認定については、当面の間、幼稚園での預かり保育で対応を行いながら、保育体制

を検討します。 
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⑤詫間町区域 （単位：人） 

   H27     H28   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
117 33 139 111 22 118 33 140 107 24 

②確保方策（提供体制） 165 140 115 25 165 140 115 25 

③過不足（②-①） 15 1 4 3 14 0 8 1 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 63% 29%  63% 32% 

 

   H29     H30   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
114 32 135 104 25 111 32 132 106 26 

②確保方策（提供体制） 165 140 115 25 165 140 115 25 

③過不足（②-①） 19 5 11 0 22 8 9 ▲1 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 63% 35%  66% 38% 

 

   H31        

 1 号  2 号 3 号       

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

 
    

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
107 30 127 97 28      

②確保方策（提供体制） 165 140 115 25      

③過不足（②-①） 28 13 18 ▲3      

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 63% 42%      

 

 ＜確保方策（提供体制）＞ 

○ 就学前教育・保育の提供体制は、施設型給付（幼稚園、保育所）を中心に確保します。 

○ 1 号認定（保育）（※保護者の状況をみると保育が必要だが、幼稚園の利用を希望する人）

については、幼稚園の定員でニーズを確保します。 

○ 区域を超えた受入れにより、保育の必要量を確保していきます。 
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⑥仁尾町区域 （単位：人） 

   H27     H28   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
45 50 26 33 13 46 50 26 32 15 

②確保方策（提供体制） 95 20 50 20 95 20 50 20 

③過不足（②-①） 0 ▲6 17 7 ▲1 ▲6 18 5 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 52% 41%  52% 48% 

 

   H29     H30   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
44 49 25 31 17 43 47 24 32 19 

②確保方策（提供体制） 95 20 50 20 95 20 50 20 

③過不足（②-①） 2 ▲5 19 3 5 ▲4 18 1 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 52% 57%  55% 68% 

 

   H31        

 1 号  2 号 3 号       

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

 
    

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
42 46 24 29 23      

②確保方策（提供体制） 95 20 50 20      

③過不足（②-①） 7 ▲4 21 ▲3      

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 52% 82%      

 

 ＜確保方策（提供体制）＞ 

○ 就学前教育・保育の提供体制は、施設型給付（幼稚園、保育所）を中心に確保します。 

○ 1 号認定（保育）（※保護者の状況をみると保育が必要だが、幼稚園の利用を希望する人）

については、幼稚園の定員でニーズを確保します。 

○ 区域を超えた受入れや幼稚園の預かり保育により、保育の必要量を確保していきます。 
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⑦財田町区域 （単位：人） 

   H27     H28   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
19 48 25 38 11 19 48 25 36 12 

②確保方策（提供体制） 80 20 35 15 80 20 35 15 

③過不足（②-①） 13 ▲5 ▲3 4 13 ▲5 ▲1 3 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 68% 52%  67% 57% 

 

   H29     H30   

 1 号  2 号 3 号  1 号  2 号 3 号  

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
18 46 24 35 13 18 45 24 36 14 

②確保方策（提供体制） 25 75 35 15 25 75 35 15 

③過不足（②-①） 7 5 0 2 7 6 ▲1 1 

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 67% 65%  72% 74% 

 

   H31        

 1 号  2 号 3 号       

 教育 

希望 

保育 

必要 

保育 

希望 

1～2 

歳 
0 歳 

 
    

①必要利用定員総数 

（量の見込み） 
17 43 23 33 15      

②確保方策（提供体制） 25 75 35 15      

③過不足（②-①） 8 9 2 0      

④保育利用率 

（①÷当該年齢児童数） 
 69% 83%      

 

 ＜確保方策（提供体制）＞ 

○ 就学前教育・保育の提供体制は、施設型給付（幼稚園、保育所、認定こども園）を中心

に確保します。 

○ 1 号認定（保育）（※保護者の状況をみると保育が必要だが、幼稚園の利用を希望する人）

については、平成 28 年度まで幼稚園の定員でニーズを確保し、平成 29 年度からは、新

たに整備する認定こども園の定員でニーズを確保します。 
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【教育・保育の量の見込みの考え方】 

○ 教育・保育の量の見込みは、各年度の児童数見込みに基づき、国の統一方式（以下「統

一方式」という。）を用いて算出しました。 

○ 統一方式の結果が過去の実績と比較して極端に乖離する場合は、市独自の設定を行いま

した（統一方式の補正を含む）。具体的には次のとおりです。 

1 号認定（3歳以上） 

2 号認定（3歳以上） 

統一方式で算出した人数をもとに、過去の実績、平成 27 年度の利用意向、区域ごとの利用

特性及び当該年齢推計人口を勘案した教育及び保育ニーズの割合を加味した。 

1 号認定：【タイプ C'、D、E'、F の児童数】×利用意向率（幼稚園等希望の割合） 

2 号認定（教育希望）：【タイプ A、B、C、Eの児童数】×利用意向率（幼稚園希望割合） 

2 号認定：【タイプ A、B、C、Eの児童数】×利用意向率（保育所等希望の割合） 

3 号認定（1～2歳） 

【市独自方式】 

統一方式（【タイプ A、B、C、Eの児童数】×利用意向率（保育所等希望の割合））で算

出した人数に加えて、年度末に向けて増加していく人数（空き待ち児童数の実績をもとに想

定）を加味した。 

3 号認定（0歳） 

0 歳児については、統一方式では 1歳以上の保育ニーズもすべて 0歳児のニーズに含まれ

ることになる。一方で、就学前児童アンケート Q13-5 の結果から、0歳児の保育所未利用者

のうち、0歳保育を希望する回答者が 0人であるという点を踏まえると、0歳児の保育ニー

ズは実績や伸び率をもとに算出することが適切である。 

【市独自方式】 

各年度の児童数推計（7区域別）×潜在入所者割合×平均伸び率 

※H21～25 の 0 歳児に占める「潜在入所者数（入所者数＋空き待ち児童数）」の割合平均と、

その割合の伸び率平均を用いた。 

3 号認定の保育利用率 

国の基本指針の中で目標値の設定が必要とされている保育利用率（満 3歳未満児全体に占

める、認定こども園、保育所、地域型保育事業に該当する子どもの利用定員数の割合）は、

3歳未満児の待機児童解消を図る目安である。 

本市の 3号認定の量の見込みにあたっては、上記のとおり、空き待ち児童数の出現率実績

やアンケートからの保護者意向を勘案して人数を算出していることから、各区域の推計児童

数（0歳、1～2歳）に占める必要利用定員総数（量の見込み）とした。 

 

（参考）潜在的就労希望等に基づく家族類型 

タイプＡ：ひとり親家庭 

タイプＢ：フルタイム×フルタイム（フルタイム共働き） 

タイプＣ：フルタイム×パートタイム（フルタイム・パート共働き） 

タイプＤ：専業主婦（夫） 

タイプＥ：パートタイム×パートタイム 

タイプＦ：無業×無業   タイプＧ：その他 
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2 地域型保育事業の認可に係る需給調整の基本的な考え方 

 

○ 教育・保育提供区域において教育・保育施設による供給が不足している場合、当該区域

に認可基準を満たす地域型保育事業所の設置申請に対しては、原則、認可することとな

っています。（児童福祉法第 34 条の 15 第 5 項） 

○ 本市では、年々保育ニーズが増加しつつあるものの、就学前児童アンケートの結果から、

現状でもすでに母親の就労率が約 70％と高い状況にあり、保育の潜在ニーズが比較的低

いと考えられます。また、人口の見通しとしては、将来減少する見込みです。 

○ この点から、当面は、利用定員を基本とする前提はあるものの、経過を見ながら保育所

である程度弾力的な受入れを継続するとともに、幼稚園の預かり保育を継続することで、

現状の施設型給付を中心とする提供体制を維持することにより、ニーズに応えることが

可能であると考えられます。 

○ 地域型保育事業（家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育）は、都

市部や過疎地域において特に有効な手法であると考えられ、現在の本市の人口規模や状

況を考慮すると、比較的なじみにくい形態であると考えられます。 

○ 上記のことから、本市での地域型保育事業に関しては、認可需給調整において、慎重な

判断を必要とします。ただし、既存の小規模な認可外保育施設からの移行や、保育等が

困難な家庭を対象とした居宅訪問型保育事業について、市が条例で定める基準に適合す

る場合については、協議のうえでこれを認めるものとします。 
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3 教育・保育の一体的提供及び教育・保育の推進に関する体制の確保に関する事項  

 

①認定こども園の普及に係る基本的考え方 

○ 認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況やその変化によ

らず柔軟に子どもを受け入れることができる施設として位置づけられます。 

○ 本市では、就学前の教育・保育を一体として捉えた認定こども園の設置を推進し、本市

で育つ子どもは、保護者の就労等の状況にかかわらず、同じ年齢であれば同じ場所で就

学前教育・保育を受けて育つ環境づくりを推進します。 

○ 認定こども園の整備に当たっては、基本的に各地区での小学校の再編整備の時期に合わ

せる方針とします。 

 

②幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援 

○ 現行の就学前教育・保育推進研究事業の継続的な実施により、幼稚園教諭と保育士が自

主的に情報交換や合同研修を行えるよう支援します。 

 

③教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割、提供の必要性等に係る基本的考え方及び

その推進方策（より良い事業の提供に係る基本的考え方と推進方策） 

○ 教育・保育給付では、乳幼児期の発達が連続性を有すること、また、幼児期の教育が生

涯にわたる人格形成の基礎を培うことに十分留意し、量と質の充実に努めます。 

○ 地域子ども・子育て支援事業では、妊娠期を含むすべての子育て家庭をバックアップする

役割を担うことから、適切なサービスを選択できるよう子育て家庭への支援を行うととも

に、地域・企業・行政等が協働してサービスを提供できる体制づくりを推進します。 

 

④教育・保育施設と地域型保育事業との連携 

○ 将来的に地域型保育事業が市内で実施された場合、関係機関との情報の共有をはじめ、3

歳以降に地域型保育事業から教育・保育施設へ円滑に移行できるような取組、保育内容の

支援に係る取組等、必要に応じた連携を図ります。 

 

⑤認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校等との連携 

○ 保育所・幼稚園、小学校アンケートでは、小１プロブレムの改善策として「0 歳～18 歳

までの連続性を重視した教育カリキュラムの作成」「保育所・幼稚園で座学訓練のための

一斉読書タイムの実施」といった具体的な提案もなされているところです。 
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○ このような具体的な課題への連携した対応も含め、現行の保育所・幼稚園、小・中学校

との連携をさらに深めるための取組を検討し、子どもの成長の切れ目のない支援と環境

づくりを進めます。 

 

 

4 産後休業及び育児休業後の事業の円滑な利用の確保に関する事項 

 

○ 産前・産後休業、育児休業期間中の保護者をはじめ、すべての子育て世帯に対して教育

や子育て支援に関する情報提供や相談支援を継続するとともに、利用者支援事業の実施

により、それぞれの家庭の状況に応じた、一層きめ細かな情報提供や相談体制を整備し

ていきます。 

○ 育児休業満了時（原則 1 歳到達時）から、保護者が希望する特定教育・保育施設などを

円滑に利用できるよう、対象者の利用希望を定期的に把握します。 

○ 利用希望を踏まえて、特定教育・保育施設との調整をはじめ、保育士等人材の確保に努

める等、提供区域における計画的な受入体制を構築します。 
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5 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保、実施時期  

 

①利用者支援事業 

＜事業概要等＞ 

○ 子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、子育てや教育・保育の利用に必要な情報

の提供、助言などを含めた支援を行う事業です。新制度下での新規事業です。 

○ 事業は、平成 27 年度中に準備を行ったうえで、順次箇所数を増やし、地域子育て支援

拠点（地域子育て支援センター、つどいの広場等）の 4 か所での実施をめざします。 

＜計画（数値目標）＞ 

 H27 H28 H29 H30 H31 

実施箇所数（か所） 0 1 2 4 4 

 

 

②地域子育て支援拠点事業 

＜事業概要等＞ 

○ 公共施設や保育所、公民館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の親子の交

流や育児相談、情報提供等を実施する事業です。 

○ 本市では、主に 3 歳未満の親子を対象とする地域子育て支援センター（高瀬、豊中、仁

尾）、つどいの広場事業（詫間：すくすくランド）を実施しています。 

○ 量の見込みは、アンケートから利用ニーズが見込まれる事業である一方、保育利用者が

同時に利用することが通常想定されないことを考慮し、実績を勘案した本市独自の算出

方法により算出しました（各年度の保育未利用者数×1 人当たり月平均利用見込み回数

×平均伸び率）。 

○ 現行体制での実施に加えて、平成 27 年度から地域子育て支援拠点を増やし、市域南部

での当該事業の充実を図ります。 

＜計画（数値目標）＞ 

 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（人回／月） 3,261 3,421 3,574 3,580 3,876 

実施箇所数（か所） 5 5 5 5 5 

 ＊つどいのひろばの出張ひろばの継続実施も内数に含む。 
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③妊婦健診事業 

＜事業概要等＞ 

○ 妊婦が定期的に行う健診費用を助成する事業です。 

○ 県内の医療機関などで実施しています。 

○ 人数の見込みは各年度で見込んだ 0 歳児全数としました。回数は各年度の受診者数×14

回（受診助成回数の最大値）として算出しました。 

○ 事業内容の充実を図りながら、現行体制で継続実施します。 

＜計画（数値目標）＞ 

 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（実人数／年） 429 416 401 385 374 

同  （健診回数。回／年） 6,006 5,824 5,614 5,390 5,236 

提供量の見込み（実人数／年） 429 416 401 385 374 

同  （健診回数。回／年） 6,006 5,824 5,614 5,390 5,236 

実施場所 医療機関等 医療機関等 医療機関等 医療機関等 医療機関等 

検査項目 
血液検査、超

音波検査等 

血液検査、超

音波検査等 

血液検査、超

音波検査等 

血液検査、超

音波検査等 

血液検査、超

音波検査等 

実施時期 
国が示す 

基準による 

国が示す 

基準による 

国が示す 

基準による 

国が示す 

基準による 

国が示す 

基準による 

 

 

④乳児家庭全戸訪問事業 

＜事業概要等＞ 

○ 子育てについての情報提供や養育環境の把握、相談・助言等の援助を行う等の目的で、

生後 4 か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問する事業です。 

○ 本市では、市の保健師や、市が委託した助産師会の助産師等が訪問を実施しています。 

○ 人数の見込みは、各年度で見込んだ 0 歳児全数としました。 

○ 事業内容の充実を図りながら、現行体制で継続実施します。 

＜計画（数値目標）＞ 

 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（実人数／年） 429 416 401 385 374 

提供量の見込み（実人数／年） 429 416 401 385 374 

実施機関 市 市 市 市 市 
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⑤養育支援訪問事業 

（正式名称：「養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等

に対する支援に資する事業」） 

＜事業概要等＞ 

○ 要支援児童、特定妊婦、要保護児童など、養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護

者の育児、家事等の養育能力を向上させるための支援（相談支援、育児・家事援助など）

を行う事業です。 

○ 本市では、配慮や経過の見守りが必要な児童や家庭に対し、児童相談や保健師の訪問指

導などで対応しており、現時点では養育支援訪問事業は実施していません。 

○ 量の見込みは、三豊市児童対策協議会で支援しているケースから、該当すると想定され

る件数を目安として見込みました。 

○ 平成 27 年度から、主に衛生観念が乏しい家庭への援助を中心に内容の充実を図り、現

行の児童相談や保健師による相談等の体制を継続実施しつつ、関係機関と連携を図りな

がら、本事業の実施に取り組みます。 

＜計画（数値目標）＞ 

 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（実人数／年） 17 17 17 17 17 

提供量の見込み（実人数／年） 2 3 3 3 3 

実施機関 市 市 市 市 市 

 ＊提供量の見込み「3 人」は、衛生観念が乏しい家庭への支援であり、これ以外の援助が必要なケースにつ

いては、現行の相談体制を継続実施しつつ、当該事業の範囲の拡大を検討していく。 

 

要支援児童：乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが

特に必要と認められる児童 

特定妊婦 ：出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦 

要保護児童：保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童 

（児童福祉法第 6条の 3の規定） 
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⑥子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ） 

＜事業概要等＞ 

○ 保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が困難とな

った場合等に、児童養護施設などにおいて宿泊を伴う養育・保護を行う事業です。短期

入所生活援助事業（ショートステイ）及び夜間養護等事業（トワイライトステイ）が該

当します。 

○ 本市では、ショートステイ事業、トワイライトステイ事業を県内 4 か所の児童養護施設

に委託して実施していますが、これまで利用実績はありません。 

○ 量の見込みは、統一方式では十分な利用ニーズが見込めなかったため、就学前児童アン

ケートを用いて本市独自で算出しました（各年度の 0～5 歳児童数×宿泊経験時の該当

率（これまでショートステイを利用したり、子どもに留守番させたこと等がある率）×

ショートステイ利用希望日数）。 

○ 事業は、利用希望に対応できるよう、現行体制で継続実施します。 

 

＜計画（数値目標）＞ 

 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（人日／年） 7 7 7 6 6 

提供量の見込み（人日／年） 7 7 7 6 6 
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⑦一時預かり事業 

＜事業概要等＞ 

○ 保護者のパートタイム就労や疾病・出産などにより保育が一時的に困難となった乳幼児

について、保育所その他の場所において、一時的な預かりを行う事業です。 

 

ア 幼稚園在園児対象 

○ 量の見込みは、1 号認定に関しては統一方式で算出しました。また、1 号認定のうち保

育が必要だが、幼稚園希望の方（この項で、便宜上「1 号（保育）」という。）に関して

は、統一方式の計算方法（1 号（保育）認定による利用者全員が 1 年間、週 5 日の利用

（260 日）をしたものとする計算方法）とこれまでの利用実績に大きな乖離があるため、

これまでの実績を用いて本市独自で算出しました（各年度の 1 号（保育）児童数×在園

児の利用割合×1 人当たり年間平均日数×利用日数伸び率）。 

○ 事業は、利用希望に対応できるよう、現行体制（幼稚園での預かり保育及び次の「イ 幼

稚園在園児以外」で示す一時預かり）で継続実施します。 

＜計画（数値目標）＞ 

 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み合計（人日／年） 62,438 63,008 60,844 59,248 57,141 

 1 号認定の利用見込み 181 183 177 172 166 

 1 号（保育）の利用見込み 62,257 62,825 60,667 59,076 56,975 

提供量の見込み（人日／年） 62,438 63,008 48,412 46,816 44,709 

 幼稚園預かり保育 62,257 62,825 ※48,235 ※46,644 ※44,543 

 「イ 幼稚園在園児以

外」で示す一時預かり 181 183 177 172 166 

 ※H29 以降の提供量不足分は、幼稚園が認定こども園に移行し、その給付によって量の見込み合計に見合

うよう対応する。 
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イ 幼稚園在園児以外 

○ 幼稚園在園児以外については、保育所一時預かり、乳幼児一時預かり、ファミリー・サ

ポート・センター（就学前）で実施しています。 

○ 量の見込みは、統一方式では過大な見込みとなる可能性がある（実際には祖父母等が預

かるケース等も多くみられたり、他のサービスとの重複が考えられる）ことから、これ

までの実績を用いて本市独自で算出しました（各年度の就学前児童数の見通し×利用割

合×1 人当たり年間利用日数×利用日数伸び率）。 

○ 事業は、利用希望に対応できるよう、市域南部での実施や利用対象者の見直し（保育認

定を受けられないような短時間・不定期勤務者や、就労者で 8 か月経過前の乳児を預か

る場合等）を行い、現行体制を拡充するとともに、実施箇所数の増や実施時間の見直し

についても検討します。 

＜計画（数値目標）＞ 

 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（人日／年） 5,275 5,733 5,930 6,202 6,477 

提供量の見込み（人日／年） 5,275 5,733 5,930 6,202 6,477 

 保育所一時預かり 644 626 604 584 565 

 乳幼児一時預かり 2,966 3,292 3,466 3,698 3,932 

 ファミリー・サポー

ト・センター 
1,655 1,815 1,860 1,920 1,980 
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⑧延長保育事業 

 ＜事業概要等＞ 

○ 保育所利用者を対象に、11 時間の開所時間の始期及び終期前後に保育を希望する場合に

延長して保育を行う事業です。 

○ 本市では、平成 26 年度現在、平日は 8 時 30 分～16 時 30 分、特に必要がある場合を

含めて 7 時 30 分～18 時までの保育を実施しています。 

○ 量の見込みは、現行の始業以前と終業以降の人数を見込むものであり、現時点では未実

施の事業であるため具体的な量の見込みの想定が困難であることから、就学前児童アン

ケートを用いて本市独自で算出しました（各年度の保育利用者数（7 区域別）×希望率

（保育利用者のうち、18 時以降希望者割合））。 

○ 就学前児童アンケートによると、延長保育を希望する人は保育利用者の約 8％であり、

そのうち「19 時まで」の希望が 90％（保育利用者全体の約 7％）を占めています。 

○ まず、通常の保育時間を現行の 10 時間 30 分から 30 分拡充し、18 時 30 分までの

11 時間とすることで、延長保育のニーズの緩和を図るとともに、保育所への民間活力の

導入も視野に入れ、19 時までの延長保育の実施に努めます。 

＜計画（数値目標）＞ 

  H27 H28 H29 H30 H31 

高瀬町 量の見込み（人／年） 19 18 18 18 17 

 提供量の見込み（人／年） 0 0 0 0 0 

山本町 量の見込み（人／年） 10 10 9 9 9 

 提供量の見込み（人／年） 0 0 0 0 0 

三野町 量の見込み（人／年） 14 14 13 14 13 

 提供量の見込み（人／年） 0 0 0 0 0 

豊中町 量の見込み（人／年） 10 10 10 10 9 

 提供量の見込み（人／年） 0 0 0 0 0 

詫間町 量の見込み（人／年） 21 21 21 21 20 

 提供量の見込み（人／年） 0 0 0 0 0 

仁尾町 量の見込み（人／年） 5 5 5 6 6 

 提供量の見込み（人／年） 0 0 0 0 0 

財田町 量の見込み（人／年） 6 6 6 6 6 

 提供量の見込み（人／年） 0 0 0 0 0 

＊提供区域ごとの確保策の計画は数値上「０」となっているが、事業概要で記載したとおり、通常の保育時間の

拡充により延長保育へのニーズの緩和を図るとともに、保育所への民間活力の導入も視野に入れた検討を行う。 
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⑨病児保育事業（病児・病後児保育） 

 ＜事業概要等＞ 

○ 病児・病後児保育事業は、病気にかかっている子どもや回復しつつある子どもを医療機

関や保育所の付設の専用スペースなどで一時的に預かる事業です。 

○ 本市では、三豊総合病院内の病児・病後児保育室「わたっ子保育園」に本市及び観音寺

市と共同で委託し、実施しています。 

○ 量の見込みは、統一方式では極端に利用回数のニーズが多い回答も含めて算出する方式

であるため、就学前児童アンケートを用いて本市独自で算出しました（各年度の幼稚園・

保育所利用者数×病気等で利用できなかった比率×母親が休んでみる比率×利用希望比

率×回数）。 

○ 事業は、できる限り利用希望に対応できるよう、現行体制で継続実施するとともに、保

育所への民間活力の導入も視野に入れての実施を推進します。また、併せて、提供量の

不足分については、近隣自治体の小児科医、病児・病後児保育との連携を図る等、提供

体制の確保に努めます。 

＜計画（数値目標）＞ 

 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（人日／年） 528 522 523 518 499 

提供量の見込み（人日／年） 70 69 276 272 260 
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⑩子育て援助活動支援事業（就学児対象のファミリー・サポート・センター事業） 

 ＜事業概要等＞ 

○ 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、子育ての手助けがほ

しい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）、両方を兼ねる人（両方

会員）が登録し、子育ての相互援助活動を行う事業です。 

○ 本市では、三豊市社会福祉協議会に委託して、みとよファミリー・サポート・センター

で実施しています。 

○ 量の見込みは、統一方式では十分な利用ニーズが見込めなかったため、これまでの実績

を用いて本市独自で算出しました（各年度の低学年・高学年児童数の見通し×各出現率

（児童数に占める利用者実員数の比率）×各一人当たり平均利用日数） 

○ 会員の確保と利用促進を図りながら、現行体制で継続実施します。 

＜計画（数値目標）＞ 

低学年 H27 H28 H29 H30 H31 

必要量の見込み（人日／年） 506 506 506 506 506 

提供量の見込み（人日／年） 506 506 506 506 506 

 

高学年 H27 H28 H29 H30 H31 

必要量の見込み（人日／年） 212  159  159  159  159  

提供量の見込み（人日／年） 212  159  159  159  159 
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⑪放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

＜事業概要等＞ 

○ 放課後児童クラブは、保護者が就労、疾病その他の理由により、昼間家庭において適切

な育成を受けられない児童を対象に、適切な遊びや生活の場を提供し、健全育成を図る

事業です。 

○ 本市では、各小学校で 1 年生から概ね 4 年生（事情がある場合には、5 年生、6 年生の

受入れも有り）を対象に実施しています。 

○ 量の見込みは、高学年は統一方式を補正して本市独自で算出しました（各年度の統一方

式による提供区域ごとの量の見込み（低学年・高学年）×各クラブの直近2年（H24-25）

の平均利用人数割合）。 

○ 低学年は、統一方式では十分な利用ニーズが見込めなかったため、就学前児童アンケー

トを用いて本市独自で算出しました（各年度の各小学校児童数見込み×現在の利用登録

数割合×利用希望の伸び率）。 

○ 事業内容の充実を図りながら、小学校６年生までを対象にして継続実施します。 

＜計画（数値目標）＞ 

（人数は低学年と高学年の合計） 

クラブ 区分 H27 H28 H29 H30 H31 

  実人数 実人数 実人数 実人数 実人数 

比地二 必要量 58  56  54  53  52  

 提供量 58  56  54  53  52  

麻 必要量 73  71  71  69  68  

 提供量 73  71  71  69  68  

上高瀬 必要量 55  54  54  54  53  

 提供量 55  54  54  54  53  

二ノ宮 必要量 59  56  56  56  56  

 提供量 59  56  56  56  56  

勝間 必要量 35  34  34  34  34  

 提供量 35  34  34  34  34  

辻 必要量 17  15  17  15  16  

 提供量 17  15  17  15  16  

河内 必要量 12  12  12  12  12  

 提供量 12  12  12  12  12  

大野 必要量 30  29  29  29  28  

 提供量 30  29  29  29  28  
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クラブ 区分 H27 H28 H29 H30 H31 

  実人数 実人数 実人数 実人数 実人数 

神田 必要量 12  12  12  12  11  

 提供量 12  12  12  12  11  

下高瀬 必要量 86  83  83  82  82  

 提供量 86  83  83  82  82  

大見 必要量 40  39  40  39  39  

 提供量 40  39  40  39  39  

吉津 必要量 56  54  55  54  53  

 提供量 56  54  55  54  53  

桑山 必要量 46  45  46  46  45  

 提供量 46  45  46  46  45  

比地大 必要量 24  23  24  23  23  

 提供量 24  23  24  23  23  

笠田 必要量 43  42  43  42  42  

 提供量 43  42  43  42  42  

上高野 必要量 49  47  48  47  46  

 提供量 49  47  48  47  46  

本山 必要量 28  27  27  27  26  

 提供量 28  27  27  27  26  

松崎 必要量 32  31  31  31  30  

 提供量 32  31  31  31  30  

詫間（※） 必要量 139 133  133  135  133  

 提供量 139 133  133  135  133  

仁尾 必要量 74 72  74  72  73  

 提供量 74 72  74  72  73  

財田 提供量 48 47  48  46  48  

 必要量 48 47  48  46  48  

合計 提供量 1,016 982 991 978 970 

 必要量 1,016 982 991 978 970 

＊大浜小学校の放課後児童クラブは H26.4 月から詫間で実施のため、詫間に含めて計上している。 
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⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

○ 保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払う

べき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への

参加に要する費用等を助成する事業です。 

○ 新制度における特定教育・保育施設等の保育料は、国の定める所得に応じた水準を限度と

して市町村が定めることとされています。実費徴収についても、低所得者の負担軽減策の

一つとして、必要に応じて補足給付のあり方を検討します。 

 

⑬本制度への多様な主体の参入を促進する事業 

○ 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究のほか、多様な事

業者の能力を活用した特定教育・保育施設の設置や運営を促進するための事業です。 

○ 本市では、現行の特定教育・保育施設や公立施設の整備により、就学前の教育・保育の

提供が可能な体制であるため、新規の特定教育・保育施設等の参入に関する支援の必要

性は低いものの、将来的に民間事業者の参入促進が必要となった場合には、本事業につ

いて検討を行います。 
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参考資料 

1 三豊市子ども・子育て会議条例 

 

○三豊市子ども・子育て会議条例 

平成25年６月28日 

条例第19号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１項の

規定に基づき、三豊市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を設置す

る。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、法第77条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(3) 子どもの保護者 

(4) 事業主団体の代表者 

(5) 労働者団体の代表者 

(6) 公募に応じた市民 

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再委嘱され、又は再任されることができる。 

（専門委員） 

第５条 子ども・子育て会議に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員

を置くことができる。 

２ 専門委員は、市長が委嘱する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 

（会長及び副会長） 

第６条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。 
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３ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第７条 子ども・子育て会議の会議（以下この条において「会議」という。）は、会長が招集す

る。 

２ 会議は、委員及び議事に関係のある専門委員の半数以上が出席しなければ、開くことができ

ない。 

３ 会議の議事は、委員及び議事に関係のある専門委員のうち会議に出席した者の過半数で決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（部会） 

第８条 子ども・子育て会議に、部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員又は専門委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は、部会の事務を総理し、部会を代表する。 

５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する部会の

委員が、その職務を代理する。 

６ 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、前条第１項中「子ども・子育て

会議の会議（以下この条において「会議」という。）」とあるのは「部会」と、同項並びに同

条第３項及び第４項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第２項及び第３項中「会議」と

あるのは「部会」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第９条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。 

（委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が

子ども・子育て会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年７月１日から施行する。 

（三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成18年三豊市条例

第55号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（最初の会議の招集） 

３ 子ども・子育て会議については、会長が選任されるまでの間は第７条第１項の規定にかかわ

らず、市長が招集する。 
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2 三豊市子ども・子育て会議 委員名簿 

 

区  分 氏  名 所 属 等 備 考 

学識経験者 

元井 一郎 四国学院大学文学部 会 長 

豊田 博子 三豊市教育委員会 
 

子ども・子育て支援に関

する事業に従事する者 

岡田 満德 

（平成 26 年 3 月 31 日まで） 
三豊市立小中学校長会 

 

安藤 清和 

（平成 26 年 4 月 1 日から） 
 

森 玲子 

（平成 26 年 3 月 31 日まで） 
三豊市幼稚園長会 

 

市村 照美 

（平成 26 年 4 月 1 日から） 
 

永田 洋子 三豊市保育研究会 
 

田井 清 
NPO 法人チャイルド 

ハウスみとよ  

子どもの保護者 

竹林 千鶴 三豊市 PTA 連絡協議会 
 

浅野 隆俊 
三豊市 PTA 連絡協議会（幼

稚園）  

石井 正徳 豊中保育所 保護者代表 
 

事業主団体の代表者 新延 修 三豊市中小企業振興協議会 
 

労働者団体の代表者 米田 健 西讃地区労働者福祉協議会 
 

公募に応じた市民 宮﨑 みどり － 
 

市長が必要と認める者 

前田 昭文 
三豊市民生委員・児童委員協

議会 
副会長 

白川 清秀 三豊市社会福祉協議会 
 

吉田 祐子 三豊市愛育会 
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3 計画策定経過 

 

日  付 事  項 主 な 議 題 等 

平成 25 年 8 月 1 日 
第 1 回 

子ども・子育て会議 

 委嘱状交付 

 会長・副会長の選任 

 三豊市子ども・子育て会議の設置につ

いて 

 子ども・子育て支援新制度について 

 三豊市の現状について 

9 月 20 日 
第 2 回 

子ども・子育て会議 
 市民ニーズ調査の実施について 

10 月 18 日～ 

12 月 16 日 

市民ニーズ調査（ア

ンケート）の実施 

 就学前児童の保護者、小学生の保護者

を対象にアンケート実施 

平成 26 年 3 月 28 日 
第 3 回 

子ども・子育て会議 

 市民ニーズ調査結果及び分析について 

 教育・保育提供区域の設定について 

 子育て支援に係る現状と課題について 

 部会の設置について 

4 月 18 日 
第 4 回 

子ども・子育て会議 

 平成２６年度三豊市子ども・子育て会

議の予定について 

 量の見込みについて 

5 月 28 日 
第 5 回 

子ども・子育て会議 

 新計画の策定について 

 （基本理念、基本的視点、基本目標、

個別施策） 

7 月 4 日 
第 6 回 

子ども・子育て会議 

 条例の整備について 

 保育の必要性の認定について 

 就労時間の設定 

 入所判定について 

9 月 2 日 
第 7 回 

子ども・子育て会議 

 子ども・子育て支援事業計画（給付）

について 

 子ども・子育て支援事業計画（特定 13

事業）について 

10 月 22 日 
第 8 回 

子ども・子育て会議 

 新計画の素案について（新計画の概

要・特徴及びこれまでの検討事項から

の変更点を中心に） 

 パブリックコメントの実施について 
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日  付 事  項 主 な 議 題 等 

11 月 1 日～25 日 
パブリックコメント

実施 

 市広報及びホームページ 

 関係施設にて閲覧 

平成 27 年 1 月 27 日 
第 9 回 

子ども・子育て会議 

 パブリックコメントの結果について 

 計画（最終案）について 

 今後の子ども・子育て会議の運営につ

いて 

2 月１７日 市長への報告 
 みとよ すくすく子育てサポートプラ

ン（案）についての報告 
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4 子ども・子育て支援法に関する用語説明 

 

用語 定義・概要 

子ども・子育て関連３法 ①「子ども・子育て支援法」（以下、この項で「法」という。） 

②「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する

法律の一部を改正する法律」（認定こども園法の一部改正） 

③「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う

関連法律の整備等に関する法律」（関係法律の整備法：児童福祉法、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律ほかの一部改正） 

市町村子ども・子育て支援事

業計画 

5年間の計画期間における乳幼児期の学校教育・保育・地域の子育

て支援についての需給計画であり、新制度の実施主体として、特別

区を含めた全市町村が作成することになる。（法第61条） 

市町村等が設置する「子ど

も・子育て会議」 

法第77条第１項で規定する市町村が条例で設置する「審議会その他

合議制の機関」をいう。本会議では、子ども・子育て支援事業計画

の策定をはじめ、子ども・子育て支援に関する施策の推進について

必要な事項及び施策の実施状況の調査審議に関することを諮る。 

認定こども園 就学前の学校教育・保育（幼稚園・保育所機能）及び家庭における

養育支援を一体的に提供する施設であり、幼保連携型、幼稚園型、

保育所型、地方裁量型の4類型がある。内閣府及び文部科学省、厚

生労働省の共管となる。 

設置主体や施設設備・運営基準等は、類型ごとに基準が異なる。 

子ども・子育て支援 すべての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保さ

れるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援

を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援。（法

第7条） 

教育・保育施設 認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園、学校教育法

第１条に規定する幼稚園及び児童福祉法第39条第１項に規定する

保育所をいう。（法第7条） 

施設型給付 幼稚園・保育所・認定こども園（教育・保育施設）を通じた共通の

給付。（法第11条） 

特定教育・保育施設 市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する「教育・

保育施設」であり、施設型給付を受けず、私学助成を受ける私立幼

稚園は含まれない。（法第27条） 

地域型保育事業 家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行う

事業。（法第7条） 

地域型保育給付 家庭的保育や小規模保育等（地域型保育事業）への給付。（法第11

条） 

特定地域型保育事業 市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認

する事業者が行う「地域型保育事業」をいう。（法第29、43条） 
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用語 定義・概要 

家庭的保育 主に満3歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が5人以下で、家

庭的保育者の居宅またはその他の場所で、家庭的保育者による保育

を行う事業。（法第7条） 

小規模保育 主に満3歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が6人以上19人

以下で保育を行う事業。（法第7条） 

居宅訪問型保育 主に満3歳未満の乳児・幼児を対象とし、当該保育を必要とする乳

児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業。（法

第7条） 

事業所内保育 主に満3歳未満の乳児・幼児を対象とし、事業所内の施設において、

事業所の従業員の子どものほか、地域の保育を必要とする子どもの

保育を行う事業。（法第7条） 

支給認定 保護者の申請を受けた市町村が、国が定めた客観的基準に基づき、

保育の必要性等を認定した上で給付を支給する仕組み。（法第19

条） 

【参考】認定区分 

・1号認定子ども：満3歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）

の就学前子ども 

・2号認定子ども：満3歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前

子ども（保育を必要とする子ども） 

・3号認定子ども：満3歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前

子ども（保育を必要とする子ども） 

「確認」制度 給付の実施主体である市町村が、認可を受けた教育・保育施設及び

地域型保育事業に対して、その申請に基づき、各施設・事業の類型

に従い、市町村事業計画に照らし、１号認定子ども、２号認定子ど

も、３号認定子どもごとの利用定員を定めた上で給付の対象となる

ことを確認する制度。（法第31条） 

※認可については、教育・保育施設は都道府県、地域型保育事業は

市町村が行う。 

地域子ども・子育て支援 

事業 

市町村が主体となって地域での子育て支援を行う13事業（利用者支

援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、放課後児童ク

ラブ等）をいう。（法第59条） 
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